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1 検討目的 

我が国では、一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の設置又は変更の工事に従事す

る電気工事士の資格要件を定める電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）及び電気工事

業者の登録及び業務の規制について定める電気工事業の業務の適正化に関する法律（昭和

４５年法律第９６号）の、いわゆる「電気工事二法」の下で、安全かつ適正な電気工事の実

施が図られることを目的として、所定の技能等を有する電気工事士が、独占的に電気工事を

行うことを認められている。 

これらの規制は十分な数の電気工事士の供給を前提としたものであるが、近年、我が国で

は少子高齢化の進展に伴い、労働人口の減少が進みつつあることに加えて、電気工学系分野

を学ぶ学生の減少や、大学進学率の向上、週休２日制等の良好な労働環境を重視する就職観

など、電気工事士の人材供給を取り巻く環境は厳しさを増しつつある。さらに、２０５０年

カーボンニュートラル実現のための各産業や家庭における電化の進行や、固定価格買取制

度（FIT 法）の導入をきっかけとした再生可能エネルギー発電設備の導入拡大などの電気

工事需要の中長期的な押し上げ要因に、大型半導体製造工場の国内誘致や、２０２５年に開

催が迫る大阪・関西万博の関連施設の建設など、短期的な需要の急伸要因が重なり、電気工

事士の需給のひっ迫が顕在化しつつある状況であり、今後進行していく現役世代の引退に

伴い、こうした傾向が更に強まることが懸念されている。 

本事業は、このような環境の変化にさらされている、各電気工事業者における施工力の現

状及び将来見通しについて調査を行うとともに、当該調査の結果を踏まえて、将来にわたっ

て我が国における安全かつ適正な電気工事の実施に必要となる施工力を確保するための施

策について検討することを目的とする。 

 

2 検討内容 

上記の調査目的を踏まえ、以下の①及び②の項目について調査を実施した。 

 

① 電気工事業者の施工力の実態に関するアンケート調査 

② 異業種における人手不足対策に係る政策・取組の調査 
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3 電気工事業者の施工力の実態に関するアンケート調査 

 

3.1 アンケート調査内容 

我が国の電気工事業者について、当該電気工事業者に所属する電気工事士の数、年齢、経

営者の年齢、近年の採用・離職状況や採用に係る課題、女性・外国人等の数、売上高、労働

環境、取引関係、省力化に向けた取組、待遇その他の電気工事業者の現在及び将来の施工力

に関する各種実態について、アンケート調査を実施した。 

なおアンケートについては、3,000 件の回収を目的に実施し、4,545 件にアンケートを配

布し、3,849 件を回収することができた。 
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3.2 アンケート内容 

本調査においては、以下の内容についてアンケートを実施した。 

 

(1) 基本情報 

基本情報として、以下の内容についてアンケートを実施した。 

◆ 所属都道府県組合名 

◆ 会社名 

◆ 事業形態（個人事業主／法人） 

◆ 主な事業種別（複数選択可） 

➢ 屋内配線（内線）工事／送配電線工事／電力会社引込線委託工事／ 

➢ 防災（防犯・消防）工事（火災報知器取付工事等）／通信工事／ 

➢ ネオン工事／空調設備工事／管工事／機器販売修理その他（サービス業等） 

◆ 総従業員数・一種電気工事士免状者数、二種電気工事免状者数（一種保有者を除く） 

➢ 年代別（10 代／20 代／30 代／40 代／50 代／60 代／70 代／80 代以上） 

➢ 男女別 

◆ 電気工事施工管理技士の人数 

➢ 一級電気工事施工管理技士／二級電気工事施工管理技士 

 

(2) 人手不足・採用状況 

人手不足・採用状況として、以下の内容についてアンケートを実施した。 

◆ 人手の状況 

➢ 大いに過剰／やや過剰／充足／やや不足／大いに不足 

◆ 不足による影響（自由記載） 

◆ 直近５年間の採用人数（新卒・中途） 

➢ （新卒の場合｝最終学歴 

 大学・大学院／短期大学／高等専門学校／工業高校等（普通科以外の高等学

校）／高等学校（普通科）／中学校／その他（自由記載） 

➢ （中途の場合）採用手法 

 自社 HP を見て、求人サイト経由／ハローワーク経由／ 

ポリテクセンター経由／親族・知人の紹介／自治体等の採用イベント／ 

その他（自由記載） 

◆ 直近５年間の採用活動の実施の有無・工夫した取組・達成状況等 

➢ 直近５年間の採用活動の実施の有無 

 活動した／活動していない 

➢ 活動した場合の取り組み（複数選択可） 

 学校への求人票送付／自社ＨＰの作成・求人掲載／求人サイト掲載／ 

ハローワーク掲載／ポリテクセンター掲載／親族・知人への相談／ 

採用イベント参加／会社紹介パンフレット作成／ 
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学校・ポリテクセンター等への訪問・出前授業等／ 

自治体の採用セミナーへの参加等の情報収集 

➢ 特に効果のあった取り組みや採用に向けての工夫（自由記載） 

➢ 過去５年間の採用活動の採用目標（予定人数、資格者等）の達成度 

 達成した／達成できなかった 

➢ 過去５年間の採用活動の採用目標（予定人数、資格者等）の達成度 

 達成した／達成できなかった 

➢ 活動していない場合の理由（複数選択可） 

 必要を感じない／採用方法が分からない／採用しても育成が困難／ 

採用にかける時間がない／採用にかける予算がない／その他（自由記載） 

◆ 新卒・中途採用者の定着や従業員の離職対策 

➢ 新卒・中途採用者の定着や従業員の離職防止のための工夫 

 している／特にしていない 

➢ 工夫した場合の具体的な取り組み（自由回答） 

◆ UIJ ターンを意識した採用活動 

➢ UIJ ターンを意識した採用活動の有無 

 したことがある／したことはない／UIJ ターンを初めて知った 

➢ 活動した場合の具体的な取り組み（自由記載） 

 

(3) 技術の活用状況 

技術の活用状況として、以下の内容についてアンケートを実施した。 

◆ 自社の施工管理や図面・写真管理等に活用するための専用ソフトを入れたタブレッ

トやスマートフォンの導入状況 

➢ 導入状況 

 導入している／導入していないが検討している／検討していない 

➢ 導入している場合の効率化の程度について 

 大いに感じる／ある程度感じる／分からない／あまり感じない 

全く感じない 

➢ 導入していない場合の理由（複数選択可） 

 必要を感じない／費用（導入・運用）が高い／使いこなせるか不安 

ソフトの存在を知らなかった／その他（自由記載） 

 

(4) 外国人雇用 

外国人雇用状況として、以下の内容についてアンケートを実施した。 

◆ 外国籍の従業員の雇用の有無 

➢ 雇用している／していない 
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◆ 雇用している場合の外国籍の技術者1の人数 

◆ 上記の外国籍技術者の在留資格 

➢ 特定技能実習生（以下、「特定技能」という。）の人数 

➢ 技術・人文知識・国際業務（以下、「技国人」という。）の人数 

➢ その他の資格及び人数 

◆ 雇用していない場合の今後の採用方針 

➢ 現在採用を真剣に検討している（機会があれば、各種手続、生活環境の整備や免

状取得に向けた教育なども厭わず採用を目指したい）／ 

採用に関心があるが具体的な検討はしていない／ 

分からない（未定）／今後も採用するつもりはない 

 

(5) 事業継承 

事業継承の状況として、以下の内容についてアンケートを実施した。 

◆ 事業継承の予定 

➢ 既に後継者を決めている又は候補はいる／Ｍ＆Ａ等で譲渡予定・検討中／ 

候補はおらずＭ＆Ａ等の譲渡先も検討していないが事業は継続したい／ 

未定／その他（自由記載） 

◆ 事業継承の後継者（候補）がいる場合の属性 

➢ 親族／役員・従業員／社外から登用／その他（自由記載） 

◆ 事業継承について相談したことがある機関（複数選択可） 

➢ 自治体／商工団体／税理士／会計士／弁護士／取引金融機関／Ｍ＆Ａ仲介業者 

事業承継・引継ぎ支援センター／よろず相談窓口／相談したことはない／ 

その他（自由記載） 

 

(6) 事業成長に向けた取り組み 

事業成長に向けた取り組みとして、以下の内容についてアンケートを実施した。 

◆ 今後の事業規模についての考え方 

➢ 事業規模を拡大したい／現状を維持したい／ 

規模を縮小したい、またはその予定 

◆ 上記の理由（自由記載） 

◆ 事業規模を拡大したい場合に、拡大するにあたっての障害（自由記載） 

 

(7) 政府に期待する役割 

日々の業務における困りごと、政府に対する期待など、自由記載を求めた。 

 

 
1 ここで、技術者とは、事務職員ではない電気工事に直接携わっている従業員を示す。以

下同様。 
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3.3 アンケートの回収状況 

アンケートについては、3,000 件の回収を目的に実施し、4,545 件にアンケートを配布し、

3,849 件を回収することができた。 

 

表 3.1 都道府県別アンケート回収結果 

 都道府県 回収数 NO 都道府県 回収数 NO 都道府県 回収数 

1 北海道 299 17 東京都 221 33 鳥取県 24 

2 青森県 26 18 神奈川県 134 34 島根県 22 

3 岩手県 32 19 山梨県 28 35 山口県 55 

4 秋田県 43 20 静岡県 86 36 香川県 95 

5 宮城県 52 21 愛知県 126 37 愛媛県 101 

6 山形県 52 22 長野県 43 38 徳島県 87 

7 福島県 81 23 岐阜県 79 39 高知県 64 

8 新潟県 85 24 三重県 52 40 福岡県 67 

9 富山県 107 25 滋賀県 35 41 佐賀県 28 

10 石川県 86 26 京都府 91 42 長崎県 34 

11 福井県 88 27 奈良県 21 43 大分県 38 

12 茨城県 83 28 大阪府 244 44 宮崎県 38 

13 栃木県 49 29 和歌山県 41 45 熊本県 59 

14 群馬県 75 30 兵庫県 133 46 鹿児島県 63 

15 埼玉県 99 31 岡山県 99 47 沖縄県 118 

16 千葉県 121 32 広島県 145    

      合計 3,849 
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3.4 アンケート結果 

 

(1) 基本情報 

基本情報として、代表者の平均年齢、事業形態の回答数、前年度の総売上高、前年度の電

気工事完成工事高の売上高・工事高に応じた個人事業主・法人数及びその割合、主な事業種

別、年代別の総従業員数・一種電気工事士免状者数・二種電気工事免状者数（一種保有者を

除く）及び各年代別の割合、電気工事施工管理者数の人数（一級、二級）、経営者の経営業

務・それ以外業務の割合について調査を実施した。 

 

(a) 代表者の平均年齢 

表 3.2 に電気工事事業者の代表者の年齢分布を示す。 

電気工事事業者の平均年齢は、58.4 歳であり、工事事業者の代表者の年齢は 50 代が最大

で、全体の約 34%であり、次いで 60 代の約 28%であった。 

 

表 3.2 代表者の年齢分布 

 40 歳未満 
40 歳以上

50 歳未満 

50 歳以上

60 歳未満 

60 歳以上

70 歳未満 

70 歳以上

80 歳未満 
80 歳以上 

回答者数 81 733 1,297 1,060 561 76 

回答比率 2.1% 19.2% 34.1% 27.8% 14.7% 2.0% 

 

(b) 事業形態 

に電気工事事業者の事業形態（個人事業主又は法人） 

本調査においては、個人事業主が約 11%、株式会社、有限会社等の法人は約 88%であり、

大多数が法人という事業形態であった。 

 

表 3.3 事業形態 

 個人事業主 法人 回答なし 

回答者数 431 3394 24 

回答比率 11.2% 88.2% 0.6% 
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(c) 主な業種種別 

表 3.4 に主な業種種別を示す。 

アンケート対象の 3,849 社のうち、約 93%の事業者が屋内配線（内線）工事を主な業種

としており、次いで空調設備工事の約 36%、防災工事の約 23%であった。 

 

表 3.4 主な事業種別 

 
屋内配線 

（内線）工事 
送配電線工事 

電力会社引込

線委託工事 

防災工事 

（火災報知器

取付工事等） 

通信工事 

回答者数 3,577 378 832 867 684 

回答比率 92.9% 9.8% 21.6% 22.5% 17.8% 

 ネオン工事 空調設備工事 管工事 機器販売修理 
その他（サー

ビス業等） 

回答者数 14 1,387 441 416 301 

回答比率 0.4% 36.0% 11.5% 10.8% 7.8% 
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(d) 従業員数 

(i) 全従業員数 

表 3.5 に従業員数（合計）、表 3.6 に従業員数（男性）及び表 3.7 に従業員数（女性）を

示す。 

アンケート対象の 3,849 社の合計で、約 55,000 人の従業員が務めており、１社あたりの

平均として約 13 名の従業員である。 

年齢区分としては、最も多い区分が 50 代の約 23%であり、次いで 40 代の約 22%、60 代

の約 14%である。 

また、本業界の男女比は男性が約 83%、女性が 16%であった。 

 

表 3.5 従業員数（合計） 

 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 

回答者数 668 7,378 8,815 11,513 11,975 

回答比率 1.3% 14.3% 17.1% 22.3% 23.2% 

 60 代 70 代 80 代以上 合計人数 平均人数 

回答者数 7,210 3,354 612 51,525 13.4 

回答比率 14.0% 6.5% 1.2% ---- ---- 

 

表 3.6 従業員数（男性） 

 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 

回答者数 600 6,414 7,463 9,495 9,775 

回答比率 1.4% 14.9% 17.3% 22.1% 22.7% 

 60 代 70 代 80 代以上 合計人数 平均人数 

回答者数 6,072 2,742 457 43,018 11.2 

回答比率 14.1% 6.4% 1.1% ---- ---- 

 

表 3.7 従業員数（女性） 

 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 

回答者数 68 964 1,352 2,018 2,200 

回答比率 0.8% 11.3% 15.9% 23.7% 25.9% 

 60 代 70 代 80 代以上 合計人数 平均人数 

回答者数 1,138 612 155 8,507 2.2 

回答比率 13.4% 7.2% 1.8% ---- ---- 
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(ii) 全従業員数のうち一種電気工事士免状者 

表 3.8 に全従業員のうち一種電気工事免状者数、表 3.9 に男性従業員のうち一種電気工

事免状者数、表 3.10 に女性従業員のうち一種電気工事免状者数を示す。 

アンケート対象の 3,849 社の合計で、約 55,000 人の従業員のうち約 22,985 人が一種電

気工事士の免状を保有しており、１社あたりの平均として約 6 人が一種電気工事士の免状

を保有している 

年齢区分としては、最も多い区分が 40 代、50 代の約 24%であり、次いで 60 代の約 17%、

約 16%の３0 代である。 

また、一種電気工事士免状保有者の男女比は男性が約 98%、女性が約 2%であった。 

 

表 3.8 一種電気工事士（合計） 

 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 

回答者数 48 1,919 3,679 5,503 5,500 

回答比率 0.2% 8.3% 16.0% 23.9% 23.9% 

 60 代 70 代 80 代以上 合計人数 平均人数 

回答者数 3,908 2,071 355 22,983 6.0 

回答比率 17.0% 9.0% 1.5% ---- ---- 

 

表 3.9 一種電気工事士（男性） 

 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 

回答者数 48 1,874 3,605 5,405 5,411 

回答比率 0.2% 8.3% 16.0% 23.9% 23.9% 

 60 代 70 代 80 代以上 合計人数 平均人数 

回答者数 3,879 2,030 349 22,601 5.9 

回答比率 17.2% 9.0% 1.5% ---- ---- 

 

表 3.10 一種電気工事士（女性） 

 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 

回答者数 0 45 74 98 89 

回答比率 0.0% 11.8% 19.4% 25.7% 23.3% 

 60 代 70 代 80 代以上 合計人数 平均人数 

回答者数 29 41 6 382 0.1 

回答比率 7.6% 10.7% 1.6% ---- ---- 
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(iii) 全従業員数のうち二種電気工事士免状者 

アンケート対象の 3,849 社の合計で、約 55,000 人の従業員のうち約 12,527 人が一種電

気工事士の免状を保有しており、１社あたりの平均として約 3 人が二種電気工事士の免状

を保有（一種保有者は除く）している 

年齢区分としては、最も多い区分が 20 代の約 25%であり、次いで 40 代、50 代の約 22%

である。 

また、二種電気工事士免状保有者の男女比は男性が約 93%、女性が約 7%であった。 

 

表 3.11 二種電気工事士（合計） 

 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 

回答者数 375 3,151 2,536 2,723 2,707 

回答比率 3.0% 25.2% 20.2% 21.7% 21.6% 

 60 代 70 代 80 代以上 合計人数 平均人数 

回答者数 856 165 14 12,527 3.3 

回答比率 6.8% 1.3% 0.1% ---- ---- 

 

表 3.12 二種電気工事士（男性） 

 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 

回答者数 348 2,941 2,348 2,536 2,542 

回答比率 3.0% 25.2% 20.1% 21.7% 21.8% 

 60 代 70 代 80 代以上 合計人数 平均人数 

回答者数 805 152 12 11,684 3.0 

回答比率 6.9% 1.3% 0.1% ---- ---- 

 

表 3.13 二種電気工事士（女性） 

 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 

回答者数 27 210 188 187 165 

回答比率 3.2% 24.9% 22.3% 22.2% 19.6% 

 60 代 70 代 80 代以上 合計人数 平均人数 

回答者数 51 13 2 843 0.2 

回答比率 6.0% 1.5% 0.2% ---- ---- 
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(e) 電気工事施工管理技士の人数 

表 3.14 に電気工事施工管理技士の人数は、１級がアンケート対象の 3,849 社中 12,324

人であり、１社あたりの平均として 3 名程度、２級が 3,849 社中 4,395 人であり、１社あ

たりの平均として１名程度である。 

 

表 3.14 電気工事施工管理技士の人数 

１級（合計） ２級（合計） １級（１社平均） ２級（１社平均） 

12,324 4,395 3.20 1.14 

 

(2) 人手不足・採用状況 

人手不足・採用状況として、人手の状況、人手不足の影響、直近５年間の採用人数（新卒・

中途）、新卒者・中途採用者の定着や従業員の離職対策及び UIJ ターン活動について、調査

を実施した。 

 

(a) 人手について 

表 3.15 に電気工事士・電気工事施工管理技士の人手の状況を示す。 

やや不足が約 44%で最も多く、次いで充足の約 29%、大いに不足の約 26%であった。 

 

表 3.15 電気工事士・電気工事施工管理技士の人手について 

 大いに過剰 やや過剰 充足 やや不足 大いに不足 

回答者数 15 16 1,066 1,655 974 

回答比率 0.4% 0.4% 28.6% 44.4% 26.1% 

 

(b) 人手不足による影響について 

表 3.16 に人手不足による具体的な影響について示す。 

人手不足による影響として、受注機会の逸失が約 47%と最も多く、次いで労働負担大の

約 15%、外注への依存2の 12%であった。 

 

  

 
2 人手不足が生じた場合、下請けや短期間の応援を外部に委託する必要が生じ、想定して

いた利益が得られないことが生じる。 
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表 3.16 （やや不足・大いに不足と回答した場合）具体的な影響 

 
受注機会

の逸失 

外注への 

依存 

スケジュ

ールへの

影響 

労働負担

大 

育成機会

の逸失 
その他 

回答者数 1,113 274 176 386 68 371 

回答比率 46.6% 11.5% 7.4% 16.2% 2.8% 15.5% 

 

(c) 直近５年間の採用人数 

(i) 直近５年間の新卒採用の人数 

表 3.17 に直近５年間の新卒採用の人数を示す。 

直近５年間の新卒採用者は、工業高校等の普通科以外からの入職が多く、全体の 47 約%

であり、次いで大学/大学院の約 18%、高等学校普通科の約 17%であった。 

 

表 3.17 直近５年間の新卒採用人数 

 
大学 

/大学院 
短期大学 

高等専門 

学校 

工業高校

等（普通

科以外） 

高等学校 

普通科 
中学校 その他 

回答者数 880 136 564 2,369 860 34 160 

回答比率 17.6% 2.7% 11.3% 47.4% 17.2% 0.7% 3.2% 

 

(ii) 直近５年間の中途採用の人数 

表 3.18 に直近５年間の中途採用の人数を示す。 

直近５年間の中途採用者は、ハローワーク経由が最も多く、全体の約 31%であり、次い

で親族・知人の紹介が約 30%、求人サイト経由が約 26%であった。 

 

表 3.18 中途採用人数 

 
自社ＨＰ 

経由 

求人サイ

ト経由 

ハロー 

ワーク経

由 

ポリテク 

センター 

経由 

親族・知

人の紹介 

自治体等

の採用 

イベント 

その他 

回答者数 272 1,867 2,228 349 2,153 25 288 

回答比率 3.8% 26.0% 31.0% 4.9% 30.0% 0.3% 4.0% 
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(d) 直近５年間の採用活動 

(i) 直近５年間の採用活動について 

表 3.19 に直近５年間の採用活動の有無について示す。 

直近 5 年間の採用活動を実施した事業者は約 64%であり、約 36%が採用を実施していな

いという結果であった。 

 

表 3.19 直近５年の採用活動について 

 活動を実施した 活動を実施していない 

回答者数 2,377 1,321 

回答比率 64.3% 35.7% 

 

(ii) 採用活動した場合の採用活動の具体的な取り組み 

表 3.20 に直近５年間で採用活動した場合の具体的な活動内容を示す。 

採用活動した事業者の約 81%がハローワークへの掲載、次いで約 47%が学校への求人票

送付、46%が自社 HP の作成・求人掲載を行っている。 

 

表 3.20 （採用活動した場合）採用活動の具体的な取り組み 

 学校への

求人票送

付 

自社ＨＰの 

作成・求人 

掲載 

求人サイト 

掲載 

ハローワー

ク掲載 

ポリテク 

センター掲

載 

親族・知人

への相談 

回答者数 1,045 1,065 1,005 1,880 371 563 

回答比率 44.0% 44.8% 42.3% 79.1% 15.6% 23.7% 

 

採用イベ

ント参加 

会社紹介 

パンフレッ

ト作成 

学校・ポリテ

クセンター等

への訪問・出

前授業等 

自治体の採

用セミナー

への参加等

の情報収集 

その他  

回答者数 363 427 445 145 117  

回答比率 15.3% 18.0% 18.7% 6.1% 4.9%  
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(iii) 採用活動した場合の特に効果があった取り組みや採用に向けて工夫した取り組み 

表 3.21 に採用活動した場合の特に効果があったと取り組みや採用に向けて工夫した取

組を示す。 

特に効果があったと取り組みや採用に向けて工夫した取り組みとしては、インターンシ

ップ・学校との協力関係を構築した取り組みで成果を挙げた事業者が 137 件と回答数の約

20%と最大であり、次いで求人サイト掲載の 116 件、自社 HP の更新・充実、HP 掲載の 74

件であった。また、近年では SNS を活用した採用活動を実施し、採用に成功している事業

者も見られた。 

 

表 3.21 （採用活動した場合）効果のあった取り組みや工夫 

 

自社 HP の更新・

充実、HP 掲載 

求人サイト 

掲載 

ハローワーク 

掲載 

インターンシッ

プ・学校との協

力関係構築 

回答者数 74 116 39 137 

回答比率 11.0% 17.3% 5.8% 20.4% 

 
SNS（インスタグ

ラム・X、等） 
イベント参加 会社説明会 その他 

回答者数 31 28 30 215 

回答比率 4.6% 4.2% 4.5% 32.1% 

 

(iv) 採用活動した場合の採用目標（予定人数、資格者等）の達成度 

表 3.22 に採用活動を実施した場合の採用目標（予定人数、資格者等）の達成度を示す。 

採用目標を達成できた事業者は約 23%であり、約 77%の事業者が採用目標を達成してい

ない結果であった。 

 

表 3.22 （採用活動した場合）採用目標の達成度 

 達成した 達成できなかった 

回答者数 565 1,937 

回答比率 22.6% 77.4% 
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(v) 採用活動を実施していない場合の活動をしない理由 

表 3.23 に採用活動を実施していない場合の活動をしない理由を示す。 

採用活動を実施していない理由としては、必要と感じていない事業者が約 48%と最も多

く、次いで採用しても育成が困難が約 24%、採用にかける予算がないが約 16%であった。 

 

表 3.23 （採用活動を実施していない場合）活動をしない理由 

 必要を 

感じない 

採用方法が 

分からない 

採用しても 

育成が困難 

採用にかける

時間がない 

採用にかける

予算がない 
その他 

回答者数 628 53 316 199 216 84 

回答比率 47.5% 4.0% 23.9% 15.1% 16.4% 6.4% 

 

(e) 新卒・中途採用者の定着や従業員の離職防止のための工夫 

表 3.24 に新卒・中途採用者の定着や従業員の離職防止のための工夫の実施状況について

示す。 

新卒・中途採用者の定着や従業員の離職防止のための工夫を実施している事業者は約

38%程度であり、約 62%が特に実施していないとのことであった。 

 

表 3.24 新卒・中途採用者の定着や従業員の離職防止のための工夫について 

 している 特にしていない 

回答者数 1340 2151 

回答比率 38.4% 61.6% 

 

また、表 3.25 に表 3.24 で工夫していると回答した事業者の定着・離職防止対策の具体

的な取り組みを示す。 

定着・離職防止対策の具体的な取り組みとして、給与・賞与の改善が約 20%と最も多く、

次いで福利厚生の充実が約 13%、週休２日・休日増が約 12%であった。最近の賃上げ動向

や働き方改革の影響もあり、給与・賞与の改善、週休２日制・休日増といった取り組みが多

い傾向にあった。 
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表 3.25 （工夫した場合）定着・離職防止対策の具体的な取り組み 

 
給与・賞

与の改善 

福利厚生

の充実 

週休２日

制・休日

増 

柔軟な勤

務時間 

有休数の

取得・増

加 

残業削減 

回答者数 406 263 235 35 146 105 

回答比率 20.1% 13.0% 11.6% 1.7% 7.2% 5.2% 

 コミュニ

ケーショ

ンの充実 

行事の 

充実 

資格取得

支援 
その他   

回答者数 240 83 135 373   

回答比率 11.9% 4.1% 6.7% 18.5%   

 

(f) UIJ ターンを意識した採用活動 

表 3.26 に UIJ ターンを意識した採用活動の実施状況を示す。 

UIJ ターンを初めて知った事業者も含め、UIJ を意識した採用活動を実施していない事

業者は約 93%と大多数であった。 

 

表 3.26 UIJ ターンを意識した採用活動の実施の有無 

 
したことがある したことはない 

UIJ ターンを初めて

知った 

回答者数 268 2563 736 

回答比率 7.5% 71.9% 20.6% 

 

なお、UIJ ターンを意識した採用活動の具体的な取り組みについての回答者数は、表 3.27

の通り 120 件であり主には、自治体のイベント等への登録、採用サイトへの登録が多かっ

た。 

 

表 3.27 UIJ ターンを活用した具体的な取り組みの実施状況 

回答数 

210 
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(3) 技術の活用 

技術の活用として、施工・図面・写真等の管理ソフトの導入状況、導入している場合の効

率化の状況・具体的なソフト名、導入していない場合の理由、効率化に繋がった工具・DX

ツールについて調査を実施した。 

 

(a) 施工・図面・写真等の管理ソフトの導入状況 

表 3.28 に施工・図面・写真等の管理ソフトの導入状況を示す。 

導入済みの事業者は全体の約 35%であり、導入していないが検討中の事業者は約 22%、

検討していない事業者が約 44%であった。 

 

表 3.28 施工管理や図面・写真管理等の専用ソフトの導入状況 

 
導入している 

導入していないが 

検討中 
検討していない 

回答者数 1,316 810 1,647 

回答比率 34.9% 21.5% 43.7% 

 

(b) 専用ソフト導入による効率化について 

表 3.29 に導入している場合の効率化についての状況を示す。 

導入済みの企業のうち、効率化を多いに感じる事業者が約 28%、ある程度感じる事業者

が約 59%と、約 87%の事業者が効率化を感じているとのことである。 

 

表 3.29 （導入している場合）効率化について 

 大いに 

感じる 

ある程度 

感じる 
分からない 

あまり 

感じない 

全く 

感じない 

回答者数 370 774 68 52 3 

回答比率 28.1% 58.8% 5.2% 4.0% 0.2% 
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(c) 専用ソフトを導入しない理由 

表 3.30 に専用ソフトを導入しない理由を示す。 

導入していない理由としては、必要を感じていないが約 38%、次いで使いこなせるか不

安が 27%、費用が高いが約 23％であった。従業員数が少ない企業を中心に、必要を感じて

ないという事業者が多く見られた。 

 

表 3.30 （導入していない場合）専用ソフトを導入しない理由 

 
必要を感じ

ない 
費用が高い 

使いこなせ

るか不安 

ソフトの存

在を知らな

い 

その他 

回答者数 965 611 713 233 134 

回答比率 36.3% 23.0% 26.8% 8.8% 5.0% 

 

(4) 外国人雇用 

外国籍の従業員の雇用の有無・技術者数、在留資格別人数、雇用していない場合の今後の

採用方針について調査を実施した。 

 

(a) 外国籍従業員の雇用の有無 

表 3.31 に外国籍従業員の雇用の有無を示す。 

外国人従業員を雇用している事業者は、全体の約 4%である。 

 

表 3.31 外国籍従業員の雇用について 

 雇用している 雇用していない 

回答者数 147 3,598 

回答比率 3.9% 96.1% 

 

(b) 外国籍の技術者数 1 

表 3.32 に雇用している場合の外国籍の技術者数は、全体で 289 名であった。 

 

表 3.32 （雇用している場合）技術者数 

外国籍の技術者数 

289 
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(c) 在留資格別の外国籍技術者 

表 3.33 に在留資格別の外国籍技術者を示す。 

在留資格は、技国人の約 45%が最も多く、次いで特定技能及びその他がそれぞれ約 29%

であった。その他の内訳は、在留資格を有する外国籍技術者が多数である。 

 

表 3.33 （雇用している場合）外国籍技術者の在留資格 

 

特定技能 

技人国 

（技術・人文知識・

国際業務） 

その他 

雇用者数 92 135 91 

雇用者比率 28.9% 42.5% 28.6% 

 

(d) 今後の外国人の採用方針(外国籍従業員を雇用していない場合） 

表 3.34 に外国籍従業員を雇用していない場合の今後の採用方針を示す。 

外国籍従業員を雇用していない場合の今後の採用方針としては、今後も採用予定なしが

全体の約 51%とほぼ半数であり、分からないが約 24%であった。真剣に検討しているのは

約 4%であった。 

 

表 3.34 （雇用していない場合）今後の外国人の採用方針 

 真剣に検討 

している 

関心があるが 

検討していない 

今後も採用する

つもりはない 

分からない 

（未定） 

回答者数 135 673 1,698 795 

回答比率 4.1% 20.4% 51.4% 24.1% 
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(5) 事業継承 

事業継承の状況として、事業継承の予定・候補者、事業継承について相談したことがある

機関について調査を実施した。 

 

(a) 事業継承について 

表 3.35 に事業継承の状況を示す。 

事業継承の状況としては、決めている又は候補者がいる事業者及び未定がそれぞれ約

42%であった。 

 

表 3.35 事業継承について 

 
決めている

又は候補が

いる 

譲渡予定 

・検討中 

候補はおらず

譲渡先も未検

討だが事業は

継続したい 

未定 
事業承継済

み 
その他 

回答者数 1,561 53 371 1,564 73 128 

回答比率 41.6% 1.4% 9.9% 41.7% 1.9% 3.4% 

 

(b) 後継者・候補者について 

表 3.36 に後継者・候補者がいる場合の後継者・候補者の属性を示す。 

後継者・候補者としては、親族が全体の約 79%であり、次いで役員・従業員の約 19%で

ある。 

 

表 3.36 （後継者・候補がいる場合）後継者・候補者について 

 
親族 

役員・従業員 

（親族を除く） 
社外から登用 その他 

回答者数 1,209 298 17 9 

回答比率 78.9% 19.4% 1.1% 0.6% 
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(c) 事業継承についての相談先 

表 3.37 に事業継承についての相談先を示す。 

事業継承の相談については、相談したことがないが約 56%と半数を占め、次いで税理士

の約 17%、取引金融機関の約 10%であった。 

 

表 3.37 事業継承についての相談先 

 

自治体 商工団体 税理士 会計士 弁護士 
取引金融機

関 

回答者数 19 175 627 196 38 392 

回答比率 0.5% 4.6% 16.6% 5.2% 1.0% 10.4% 

 
Ｍ＆Ａ仲介

業者 

事業承継・

引継ぎ支援

センター 

よろず支援

拠点 

相談したこ

とはない 
その他  

回答者数 89 72 16 2,102 53  

回答比率 2.4% 1.9% 0.4% 55.6% 1.4%  

 

(6) 事業成長に向けた取り組み 

事業成長に向けた取り組みとして、今後の事業規模の考え方・理由、事業を拡大するにあ

たっての障害について調査を実施した。 

 

(a) 今後の事業規模について 

表 3.38 に今後の事業規模の考え方を示す。 

事業規模の考え方としては、現状を維持したいが約 65%と最も多く、次いで拡大したい

が約 28%であり、縮小したいが約 6%であった。 

 

表 3.38 今後の事業規模について 

 拡大したい 現状を維持したい 縮小したい 

回答者数 1,054 2,420 237 

回答比率 28.4% 65.2% 6.4% 

 

(b) 事業規模の回答の理由 

表 3.39 に事業規模の回答の理由（アンケートでは自由記載）を示す。 

事業規模の回答の理由としては、現状で十分（現状を維持したい場合）が約 19%と最も

多く、拡大したい理由としては現状では不満・不安及が約 11%、需要への対応が約 10%で

あった。 
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表 3.39 事業規模の回答理由（アンケートでは自由記載） 

 
会社環境 

改善 

社員への 

還元 

現状で 

十分 

現状では 

不満・不

安 

需要への 

対応 
地域貢献 その他 

回答 

者数 
51 106 261 149 138 75 601 

回答 

比率 
3.7% 7.7% 18.9% 10.8% 10.0% 5.4% 43.5% 

 

(c) 事業拡大にあたっての障害 

表 3.40 に事業拡大にあたっての障害を示す。 

事業拡大にあたっての障害としては、人材不足を挙げた事業者が約 61%と大半を示した。 

 

表 3.40 （事業規模を拡大したい場合）事業拡大にあたっての障害 

（アンケートでは自由記載） 

 
人材不足 

施工管理

者不足 

社員の 

定着 
低い単価 

材料費の 

高騰 
資金不足 その他 

回答 

者数 
556 36 7 21 14 47 189 

回答 

比率 
52.8% 3.4% 0.7% 2.0% 1.3% 4.5% 17.9% 

 

(7) 政府に期待する役割 

表 3.41 に政府に期待する役割（アンケートでは自由記載）を示す。 

政府に期待する役割の代表的な回答としては、減税・社会保険引き下げ及び人手不足対策

が約 12%、残業規制・休日増の見直しといったいわゆる働き方改革の見直しを求める声が

約 10%と多かった。 

 

表 3.41 政府に期待する役割（アンケートでは自由記載） 

 
残業制約・休

日増の見直し 

補助金・助成

金の見直し 

賃金上げ施

策の見直し 
物価高対策 

柔軟な資格制

度 

回答者数 169 150 122 79 51 

回答比率 10.1% 9.0% 7.3% 4.7% 3.1% 

 
減税・社会保

険引き下げ 

労務単価の見

直し 

人手不足対

策 
その他  

回答者数 194 53 50 802  

回答比率 11.6% 3.2% 11.6% 3.2%  
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4 異業種における人手不足対策に係る政策・取組の調査 

 

4.1 調査概要 

少子高齢化は我が国の各業界が直面する共通の課題であり、電気工事業と同様に人手不

足が顕在化あるいは将来的に顕在化するおそれのある業種は数多く存在する。こうした業

種において、将来的な人手不足対策として政府が取り組む政策や、業界における自主的な取

組などについて、①業務独占資格制度があること、②労働集約型の業務であること、③主だ

った事業主体が従業員１００人未満の中小企業である業界として４業種を選定し活動状況

について調査を行った。 

 

4.2 業界選定について 

人手不足が生じている業界の調査にあたっては、有効求人倍率に着目して実施した。 

表 4.1 に有効求人倍率、表 4.2 に求人倍率が高い業務に必要な主な資格・就労先を示す。 

 

人手不足が生じており、人手不足対策を実施している業界の中で、①業務独占資格制度が

あること、②労働集約型の業務であること、③主だった事業主体が従業員１００人未満の中

小企業である業界としては、以下の４業界が人手不足でありかつ対策を実施している業界

であることが分かった。本調査においては、これらの業界における業界概要、雇用情勢、資

格制度及び人手不足対策について調査を実施した。 

 

◆ 自動車整備業界 

◆ 介護業界 

◆ 看護業界 

◆ トラック運送業 
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表 4.1 有効求人倍率一覧表3 

 

※有効求人倍率が 2.0 倍に黄色で着色 

  

 
3 出所：一般職業紹介状況(令和 6 年 8 月分), 厚生労働省 

新規求人 有効求人 新規求職 有効求職 紹介件数 就職件数
新規求人
倍率

有効求人
倍率

専門的・技術的職業従事者 165,175 487,160 44,652 261,571 33,828 10,216 3.7 1.86
製造技術者（開発） 4,668 14,364 1,316 7,556 1,048 169 3.55 1.9
製造技術者（開発を除く） 3,833 11,968 2,930 16,113 1,171 252 1.31 0.74
建築・土木・測量技術者 18,993 58,137 2,027 10,432 1,858 507 9.37 5.57
情報処理・通信技術者 17,097 52,557 4,869 35,427 5,449 436 3.51 1.48
その他の技術者 5,374 21,222 340 1,934 527 122 15.81 10.97
医師，歯科医師，獣医師，薬剤師 3,433 10,104 804 4,572 318 122 4.27 2.21
保健師，助産師，看護師 33,779 98,729 10,026 48,866 6,401 3,065 3.37 2.02
医療技術者 13,997 40,592 2,613 13,238 1,373 653 5.36 3.07
その他の保健医療従事者 9,796 24,476 1,826 11,924 1,108 430 5.36 2.05
社会福祉専門職業従事者 42,641 120,464 7,747 44,795 7,797 3,219 5.5 2.69
美術家，デザイナー，写真家，映像撮影者 1,540 4,843 3,458 28,238 2,087 215 0.45 0.17
その他の専門的職業 10,024 29,704 6,696 38,476 4,691 1026 1.5 0.77

事務従事者 72,399 202,106 75,692 483,006 93,765 16,001 0.96 0.42
一般事務従事者 49,325 135,244 63,039 405,863 69,350 11,891 0.78 0.33
会計事務従事者 6,996 20,527 5,406 30,395 9,796 1,443 1.29 0.68
生産関連事務従事者 4,745 13,830 1,671 9,802 3,625 765 2.84 1.41
営業・販売事務従事者 6,399 18,457 3,272 18,558 7,636 1033 1.96 0.99
外勤事務従事者 276 751 49 251 178 37 5.63 2.99
運輸・郵便事務従事者 2,848 7,777 384 2,290 1,183 326 7.42 3.4
事務用機器操作員 1,810 5,520 1,871 15,847 1,997 506 0.97 0.35

販売従事者 70,165 204,628 17,510 100,289 16,387 3,752 4.01 2.04
商品販売従事者 42,177 118,860 10,215 61,197 7,921 2,375 4.13 1.94
販売類似職業従事者 1,915 6,047 397 2,239 482 133 4.82 2.7
営業職業従事者 26,073 79,721 6,898 36,853 7,984 1,244 3.78 2.16

サービス職業従事者 176,576 519,077 32,736 173,079 34,315 13,291 5.39 3
家庭生活支援サービス職業従事者 532 1,760 111 544 128 49 4.79 3.24
介護サービス職業従事者 73,878 208,915 9,934 51,973 8,772 4,350 7.44 4.02
保健医療サービス職業従事者 8,994 26,680 1,667 8,445 3,066 1,185 5.4 3.16
生活衛生サービス職業従事者 12,064 35,277 1,772 10,878 1,137 484 6.81 3.24
飲食物調理従事者 40,161 124,741 8,690 45,062 9,172 3,586 4.62 2.77
接客・給仕職業従事者 27,048 81,569 5,510 28,670 5,312 1,722 4.91 2.85
居住施設・ビル等管理人 3,519 9,540 1,941 9,509 3,363 715 1.81 1
その他のサービス職業従事者 10,380 30,595 3,111 17,998 3,365 1,200 3.34 1.7

保安職業従事者 27,612 83,753 2,585 12,480 4,696 1,724 10.68 6.71
農林漁業従事者 5,242 15,691 2,321 14,128 2,545 1,087 2.26 1.11
生産工程従事者 65,534 195,906 23,924 128,903 26,937 8,644 2.74 1.52

生産設備制御・監視従事者（金属製品） 1,106 3,341 749 3,452 481 124 1.48 0.97
生産設備制御・監視従事者（金属製品を除く） 2,166 6,263 686 3,330 1,226 316 3.16 1.88
機械組立設備制御・監視従事者 510 1,794 436 2,338 292 71 1.17 0.77
製品製造・加工処理従事者（金属製品） 12,329 37,666 3,795 18,341 4,679 1,527 3.25 2.05
製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） 23,024 65,137 6,870 37,552 11,112 3,938 3.35 1.73
機械組立従事者 6,111 19,243 5,390 29,570 3,095 941 1.13 0.65
機械整備・修理従事者 12,038 37,459 1,758 9,082 2,006 627 6.85 4.12
製品検査従事者（金属製品） 1,101 3,290 593 3,264 733 186 1.86 1.01
製品検査従事者（金属製品を除く） 1,880 5,361 647 3,251 1,212 368 2.91 1.65
機械検査従事者 937 2,930 534 2,957 502 142 1.75 0.99
生産関連・生産類似作業従事者 4,332 13,422 2,466 15,766 1,599 404 1.76 0.85

輸送・機械運転従事者 42,007 126,376 12,565 57,559 13,372 5,101 3.34 2.2
鉄道運転従事者 58 132 37 153 21 3 1.57 0.86
自動車運転従事者 33,532 101,266 8,914 38,595 10,049 4,170 3.76 2.62
船舶・航空機運転従事者 26 97 40 152 9 3 0.65 0.64
その他の輸送従事者 2,079 6,345 1,711 8,742 1,136 322 1.22 0.73
定置・建設機械運転従事者 6,312 18,536 1,863 9,917 2,157 603 3.39 1.87

建設・採掘従事者 34,527 111,184 4,330 21,655 3,855 1,667 7.97 5.13
建設躯体工事従事者 6,146 19,568 468 2,216 401 170 13.13 8.83
建設従事者（建設躯体工事従事者を除く） 9,010 29,879 1,287 6,582 1,097 444 7 4.54
電気工事従事者 6,107 19,602 1,018 5,964 928 308 6 3.29
土木作業従事者 13,124 41,796 1,535 6,814 1,401 739 8.55 6.13
採掘従事者 140 339 22 79 28 6 6.36 4.29

運搬・清掃・包装等従事者 64,381 184,020 36,525 256,186 35,266 11,792 1.76 0.72
運搬従事者 19,870 57,408 9,840 50,589 10,885 3,074 2.02 1.13
清掃従事者 25,694 72,462 8,028 49,397 13,250 4,738 3.2 1.47
包装従事者 3,104 8,630 1,410 8,239 1,866 782 2.2 1.05
その他の運搬・清掃・包装等従事者 15,713 45,520 17,247 147,961 9,265 3,198 0.91 0.31

分類不能の職業 - - 61,655 381,589 - - 0 0
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表 4.2 求人倍率が高い業務に必要な主な資格・就労先 

業種名 
有効求

人倍率 

必要となる不足が

見られる主な資格 
主な就労先 

企業の規

模 

建築・土木・測量技術者 5.57 
建築士、施工管理

技士、測量士 

建設会社、建設コンサ

ルタント 

中～大規

模 

その他の技術者 10.97 － － － 

医師，歯科医師，獣医師，薬剤師 2.21 
医師、獣医師 病院、動物病院、研究

機関 

小～中 

保健師，助産師，看護師 2.02 看護師 行政機関、病院 小～大 

医療技術者 3.07 
放射線技師、理学

療法士 

病院 中～大 

その他の保健医療従事者 2.05 － － － 

社会福祉専門職業従事者 2.69 
保育士、社会福祉

士 

保育園、老人福祉施

設、児童福祉施設 

小 

外勤事務従事者 2.99 － － － 

運輸・郵便事務従事者 3.4 － － － 

販売類似職業従事者 2.7 － － － 

営業職業従事者 2.16 － － － 

家庭生活支援サービス職業従事者 3.24 社会福祉士 老人福祉施設 小 

介護サービス職業従事者 4.02 介護福祉士 老人福祉施設 小 

保健医療サービス職業従事者 3.16 保健師 病院、老人福祉施設 小中中心 

生活衛生サービス職業従事者 3.24 美容師、理容師 個人経営が多い 小 

飲食物調理従事者 2.77 調理師 飲食店 小 

接客・給仕職業従事者 2.85 － － － 

保安職業従事者 6.71 － － － 

製品製造・加工処理従事者（金属

製品） 
2.05 

アーク溶接技術

者、プレス金型取

扱者 

製造業 中小多い 

機械整備・修理従事者 4.12 
機械保全技能士、

自動車整備工 

製造業、プラントメン

テナンス業界 

小～大 

自動車運転従事者 2.62 
運行管理者、自動

車２種免許 

タクシー、バス会社 小～中 

建設躯体工事従事者 8.83 

建設施工管理技

士、土木施工管理

技士 

建設会社 中小多い 

建設従事者（建設躯体工事従事者

を除く） 
4.54 

建築設備工事士 建設会社 中小多い 

電気工事従事者 3.29 電気工事士 電気工事会社 中小多い 

土木作業従事者 6.13 

車両系建設機械運

転技能者、作業主

任者 

建設会社 中小多い 

採掘従事者 4.29 
発破技士、採掘作

業主任者 

鉱業 中小多い 
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4.3 人手不足が生じている業界の調査 

本調査においては、以下の４つの業界における人手不足対策について調査を実施した。 

 

◆ 自動車整備業界 

◆ 介護業界 

◆ 看護業界 

◆ トラック運送業 
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4.3.1 自動車整備業界 

(1) 業界概要 

自動車整備業界は、約 92,000 社のうち専業事業者が約 60%、専業事業者の一社当たりの

平均売上高は約 3,700 万円と、中小企業が多い業界であると思われる。 

 

 

図 4.1 自動車整備工場の業態別事業場数及び売上高4 

  

 
4 「業界レポート 自動車整備業」（リスクモンスター） 
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自動車整備工場における従業員数に着目すると、2～3 人の事業者が全体の約 55%と最も

多く、また 10 人未満で構成される事業者が全体の 95%を占めることからも、中小企業中心

の業界であることが分かる。 

 

 

図 4.2 構成人数ごとの事業場の割合 5 

 

図 4.3 構成人数ごとの事業場の割合（専業／ディーラー） 5 

 

  

 
5 「自動車整備の高度化に対応する人材確保の対策（中間とりまとめ）」国土交通省 
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また、自動車の保有台数は、約 8,000 万台を微増で推移しており、大きく変化はないが、

以下のグラフに示すように、ハイブリッドカー等の電気自動車の割合は約 10 年間で約 3%

から 13%に拡大しており、電子制御装置に係る知識が必要となり、また自動車の使用年数

も増加する傾向にあることから、長期使用車両の点検・整備に係る知識・技能が必要となり、

自動車整備士にはより幅広い知識・技能が必須である。 

 

 

図 4.4 自動車保有台数及びハイブリッド車・電気自動車の台数・割合の推移 5 

 

 

図 4.5 自動車平均使用年数 5 
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(2) 雇用情勢 

自動車整備作業に従事する、自動車整備士及び行員の数は概ね 40 万人程度で推移してい

るが、自動車整備士の数はやや減少傾向にあり、2012 年から 2021 年の間に約 1.2 万人の

減少である。一方で、有効求人倍率に着目すると、2012 年では 1.07 であったが、2021 年

には 4.55 と人手不足が顕著な業界となった。 

 

図 4.6 自動車整備要員数及び自動車整備士数の推移 5 

 

 

図 4.7 自動車整備職種等の有効求人倍率の推移 5 
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地域別に平成 28 年と令和 3 年の有効求人倍率を比較すると、平成 28 年度には多くの地

域が 3.0 未満であり、5.0 を超える地域は 2 県であったが、令和 3 年では大多数が有効求人

倍率が 4 を超えており、7.0 を超える地域が 5 県であった。 

 

 

図 4.8 地域別の自動車整備職種等の有効求人倍率の比較（H28/R3）5 

 

また、自動車整備業における年齢別の就業者数に着目すると、50～54 歳、65 歳以上が約

5 万人と最も多く、40 歳以下が約 6 万人と若手の就業者数が減少する傾向であることが分

かる。 

 

図 4.9 自動車整備業における年齢別就業者数 6 

注）図 4.9 に示す年齢別就業者数の合計が 28 万人と国土交通省が公表する図 4.6 に示す就

業者数（約 40 万人）と異なる。  

 
6 労働力調査（厚生労働省）よりみずほリサーチ＆テクノロジーズが作成 

0

1

2

3

4

5

6

就
業
者
数
（
万
人
）

自動車整備業における年齢別就業者数
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また、業態別の整備要員の平均年齢は、専業は既に平均年齢で 50 歳を超えている状況で

ある。 

 

図 4.10 業態別の整備要員の平均年齢の推移 5 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会が実施している整備士資格を取得するための

自動車整備技能登録試験受験申請者数は、平成 28 年度までは約 45,000 人程度で横ばいで

あったが、平成 29 年以降５年連続で減少し、令和２年度は約 36,000 人と過去最低であっ

た。今後もこの傾向が継続する場合、必要な自動車整備人材が確保できず、さらなる人材が

不足する事業者が増加する可能性がある。 

 

 

図 4.11 自動車整備技能登録試験申請者数の推移 5 
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図 4.11 に自動車整備技能登録試験申請者数は減少傾向にあることを示したが、一方で専

修学校（自動車整備科）の入学者数はほぼ横ばい状況にある。ただし、専修学校（自動車整

備科）における留学生の数が増加傾向にあるが、日本人学生数については減少傾向にあるこ

とが示されている。 

 

 

図 4.12 専修学校（自動車整備課）入学者数の推移 5 

 

「自動車整備業、機械等修理業」の実労働時間（所定内及び所定外）は、他の自動車関連

業界と同様に全体平均よりも長時間である。人材不足解消のためには、この数字より小さく

することを目指す必要があると言われている。 

 

 

図 4.13 実労働時間（所定外及び所定内） 5 
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自動車整備事業においては、平成 28 年より外国人技能実習生を受け入れ始めており、平

成 30 年には、約 1,800 人の外国人労働者を受け入れており、令和 3 年には約 3,500 人の外

国人労働者を受け入れるまでに至った。 

 

 

図 4.14 自動車整備業・外国人雇用事業所数及び外国人労働者数の推移 5 
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(3) 自動車整備士の資格制度 

(a) 自動車整備士の種類 

自動車整備士の種類を以下に示す。 

 

◆ 3 級自動車整備士：初歩的な知識と技術が求められ、定期メンテナンスやオイル交換

などの基本的な作業を担当する 

◆ 2 級自動車整備士：自動車の分解・整備・修理全般を担当できるようになり、多くの

整備士がこの資格を取得している 

◆ 1 級自動車整備士：最も上位の資格で、より深い知識と技術が求められるが、2 級を

取得していればほとんどの整備作業が可能といわれている 

 

(b) 受検資格 

自動車整備士の検定を受験するためには、一定の受検資格が必要となり、それぞれの級に

おいて、受験資格が異なる。また、自動車整備士養成施設を修了することにより、検定試験

において実技試験の免除、実務経験がない場合での技能検定の受験資格を得ることができ

る。 

表 4.3～表 4.6 に自動車整備士の受検資格要件を示す。 

 

表 4.3 一級自動車整備士の受検資格要件 7 

 

 

  

 
7 国土交通省 HP 
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表 4.4 二級ガソリン・ジーゼル・二輪自動車整備士 7 
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表 4.5 二級自動車シャシ整備士 7 
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表 4.6 三級自動車整備士 7 
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(c) 自動車整備士養成施設 

自動車養成施設は、一種養成施設（主として自動車の整備作業に関して実務経験がない人

を対象）及び二種養成施設（主として自動車の整備作業に関して実務経験がある人を対象）

の２種類が存在する。 

 

◆ 一種養成施設における整備士養成課程について 

➢ 三級自動車整備士養成課程 

 入校資格は学校教育法による中学校若しくは義務教育学校を卒業した者又

はこれと同等以上の者で、修業年限は１年以上 

➢ 二級自動車整備士養成課程 

 入校資格は学校教育法による高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の

者で、修業年限は２年以上 

➢ 一級自動車整備士養成課程 

 一級大型及び一級小型自動車整備士の養成課程の入学資格は、二級ガソリ

ン自動車整備士又は二級ジーゼル自動車整備士を取得している者で、修業

年限は３年以上 

 なお、二級ガソリン自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士の両方取

得している者にあっては、修業年限を２年以上とすることが可能 

➢ なお、この養成施設の所定の課程を修了した場合、修了した課程に対する実技試

験の免除（修了後２年間）と技能検定の受験資格が与えられる 

 

 

図 4.15 国家二種及び国家一種資格取得のプロセス8 

 

 
8 全国自動車大学校・整備専門学校協会 HP 
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◆ 二種養成施設における整備士養成課程について 

➢ 二級及び三級自動車整備士養成課程の修業年限は６ヶ月 

➢ 一級大型及び一級小型自動車整備士の養成課程の入校資格は、二級ガソリン自

動車整備士又は二級ジーゼル自動車整備士を取得している者で、修業年限は１

年６ヶ月以内 

 なお、二級ガソリン自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士の両方取

得している者にあっては、修業年限を１年以内とすることが可能 

➢ なお、この養成施設の所定の課程を修了した場合、修了した課程に対する実技試

験の免除（修了後２年間）となる 

 

(d) 自動車整備士取得のための主なキャリアパス 

自動車整備士取得のための主なキャリアパスは、以下の通りである。 

 

表 4.7 自動車整備士取得までのキャリアパスの類型 5 
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(4) 人手不足対策 

(a) 人手不足対策の概要 

自動車整備業界における人材対策として、以下の３つの取り組みが実施されている。 

 

（ⅰ）自動車整備に係る人材募集策 

（ⅱ）自動車整備に係る人材定着策 

（ⅲ）自動車整備に係る人材育成策 

 

これらの対策を強力に推進する上では、自動車整備学校および自動車整備事業者が連携

して取り組む必要があり後述する具体的な各対策は実施主体ごとに整理し、自動車整備業

全体の取組として大きな成果を達成するよう関係者は協力・連携して実施することとして

いる。 

 

(i) 自動車整備に係わる人材募集 

１ 自動車整備士の職業として魅力を正しく伝える取り組み 

① 自動車整備士の認知度を高める取り組み 

・認知度を高める取り組みとして、若年層（中学生以下）に対する情報発信 

・保護者・学校関係者への説明会の充実化 

・業界への関心を高めるコンテンツ開発 

② 自動車整備士を職業として認識されて選択される取り組み 

・高校生を対象とした仕事体験の実施 

・就活生に対する就職説明会の充実化 

・中高生等に対する出前授業、自動車整備体験会等の充実化 

 

２ 自動車整備業の職場環境の改善の取り組み 

・女性を含むすべての従業員にとって働きやすい職場環境の整備 

・社内教育・キャリアパスの整備 

・働きやすい職場環境に関する情報発信 

 

３ 学びに関する金銭的負担軽減の取り組み 

・各種奨学金活用の充実化 

 

(ii) 自動車整備に係わる人材の定着策 

１ 一種養成施設等に通う学生が自動車整備に従事したくなる取り組み 

・最新の車両に触れる機会の充実化 

 

２ 自動車整備士等のモチベーション・アップの取り組み 

・自動車整備士が適切な評価を受ける制度・体制の導入 
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３ 若手自動車整備士の定着を促進する取り組み 

・自動車整備士が適切な評価を受ける制度・体制の導入 

・多様な働き方の導入 

・先輩整備士による若手整備士への個別支援する制度の推進 

 

(iii) 自動車整備に係わる人材の育成 

１ 効果の高い学習方法の推進に係る取り組み 

・VR 教材の導入等により学習環境の充実 

・自動車メーカーとの連携による最新車両による授業の充実化 

 

２ 効果の高い教育・研修の導入・定着に係る取り組み 

・地域事業者連携による合同研修の実施 

 

３ 上級資格取得の推進・支援に係る取り組み 

・一級自動車整備士を目指せる環境の整備 

 

図 4.16 に自動車整備業界における人手不足対策の概要について示す。 
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図 4.16 自動車整備の高度化に対応する人材確保の対策 
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(b) 自動車整備士のキャリアパスと係わる関係者の取組 

自動車整備士資格取得までには様々なキャリアパスがあることから、自動車整備士の資

格取得までのそれぞれのキャリアパスについて分類し、各対策の実施時期の整理が行われ

た。 

以下のより７パターン別の自動車整備士のキャリアパスと係わる関係者の取組について

示す。 

 

 

図 4.17 自動車整備士のキャリアパスと係わる関係者の主な取組１ 5 
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図 4.18 自動車整備士のキャリアパスと係わる関係者の主な取組２ 5 

 

 

図 4.19 自動車整備士のキャリアパスと係わる関係者の主な取組３ 5 
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図 4.20 自動車整備士のキャリアパスと係わる関係者の主な取組４ 5 

 

 

図 4.21 自動車整備士のキャリアパスと係わる関係者の主な取組５ 5 
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図 4.22 自動車整備士のキャリアパスと係わる関係者の主な取組６ 5 

 

 

図 4.23 自動車整備士のキャリアパスと係わる関係者の主な取組７ 5 
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(c) 自動車整備に係る人材の募集策 

人材の募集については、自動車整備士について職業としての魅力を発信し、学生又は社会

人に実際に将来の進路や職業として選択してもらうことを主な目的として立案している。 

また、自動車整備士資格取得までの学費が障害となり、自動車整備士への道を断念するこ

とがないよう、金銭的負担軽減に関する支援策についても検討されている。また、社会人に

ついても同様である。 

以上を踏まえ、実施主体（自動車整備学校、自動車整備事業者等）ごとに、「①「自動車

整備士の職業としての魅力を正しく伝える取組」、「②「学びに関する金銭的負担軽減の取組」

に分けて整理され実施が開始された。 

具体的な実施内容については、以下の通りである。 

 

(i) 自動車整備士学校の取り組み 

各自動車整備学校においては、自動車整備士の職業としての魅力を正しく伝える取り組

みとして、若年層（中学生以下）に対する情報発信、保護者・学校関係者を含めた学校説明

会の充実化、高校生等を対象とした職場体験・インターンシップの実施、就職説明会の充実

化、中高生に対する出前授業等の取り組みを実施する。自動車整備業の職場環境の改善に関

する情報発信として、自動車整備事業者と協力し、職場環境の紹介等を実施する。また、学

びに対する金銭的負担軽減の取り組みとして、すべての学生に対する授業料の減額、成績優

秀者への授業料減免措置等を実施する。 

以下より自動車整備学校の詳細な取り組みを示す。 
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(ii) 自動車整備事業者の取り組み 

自動車整備事業者においては、現在、自社の人材募集活動の一環で、学生や社会人に対し、

様々な機会を通じて自動車整備士の魅力を発信しているところではあるが、さらなる取組

を進めるため、単独又は連携して以下の取組を実施する。 

 

① 学生向けの取り組み 

自動車整備事業者は、学生に対し以下の取組を実施する。また効果的に取り組むため、

必要に応じ自動車整備学校と連携を図り、自動車整備士の職業としての魅力を正しく

伝える取り組みとして、環境改善に向けた取り組み、自動車整備業への関心を高めるコ

ンテンツの開発・活用・周知等が行われている。また、自動車整備士を職業として認識

されて選択される取り組みとして、出前授業や職業体験会の拡充、職場体験やインター

ンシップの拡充を実施しる。また、自動車整備学校と同様、職場環境改善の取り組み、

学びに関する金銭的負担軽減の取り組みも併せて実施する。 

次頁より自動車整備事業者の学生向けの取り組みを示す。 
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33 
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② 社会人向けの取組 

自動車整備業の未経験者及び産休や育休などのライフイベント等により再就職を目

指す自動車整備業の経験者に対し、各自動車整備事業者が単独又は連携して、「自動車

整備士の職業としての魅力を正しく伝える取組」に加え、以下の「自動車整備業の職場

環境の改善の取組」に関する情報について発信する。 
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(iii) その他関係団体の取組 

自動車整備士人材確保・育成推進協議会等は、現在、様々な機会を通じて自動車整備士の

魅力を発信しているところではあるが、さらなる取組を進めるため、自動車整備学校、自動

車整備事業者及びそれぞれの所管団体と連携して、自動車整備人材確保・育成推進協議会の

HP 上にて広く自動車整備士の認知度を高める取り組みを実施するほか、自動車整備業への

関心を高めるコンテンツの開発・活用や自動車整備士の職業として認知され選択される取

り組み及び自動車製造業の職場環境改善の取り組みに関する情報発信を実施する。 

以下より具体的な取り組みを示す。 
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(d) 自動車整備に係る人材の定着策 

学生に対しては、一種養成施設等に通う学生が最終的には自動車整備士を職業として選

択することにつながるような対策が検討された。また、自動車整備の既従事者に対しては、

仕事に対するモチベーションの向上にかかる取組から人材定着を図る対策を検討された。 

以上を踏まえ、人材の定着策については、学生に対するアプローチとして、「（１）一種養

成施設等に通う学生が自動車整備業に従事したくなる取組」、自動車整備士等の既存従事者

に対するアプローチとして、「（２）自動車整備業における既存従事者のモチベーション・ア

ップにかかる取組」に分け、それぞれのモチベーション・アップ策を整理され実施が開始さ

れた。 

具体的な実施内容については、以下の通りである。 

 

(i) 自動車整備学校の取組 

各自動車整備学校においては、現在、学生の進路を支援する一環で、様々な機会を通じて

自動車整備士の魅力を発信しているところではあるが、さらなる取組を進めため、各自動車

整備学校が単独又は連携して、一種養成施設等に通う学生を対象に、自動車整備業に従事し

たくなる取り組み、自動車整備学校卒業生を活用した就職説明会の実施、OB・OG 訪問等

の取り組みを実施する。 

次頁より具体的な取り組みを示す。 
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(ii) 自動車整備事業者の取組 

各自動車整備事業者においては、現在、自動車整備業からの人材流出を防ぐために、様々

な機会を通じて、学生に対し自動車整備士の魅力を発信し、一種養成施設等に通う学生が自

動車整備業に従事したくなるよう取組むとともに、自社従業員に対し、仕事上のモチベーシ

ョン向上や若手自動車整備士の定着を図る取組みを実施している。 

さらなる取組を進めるため、各自動車整備事業者が単独又は連携して以下の取組を実施

する。 

 

① 学生向けの取組 

自動車整備事業者は、学生に対し以下の取組を実施する。また効果的に取り組むため、

必要に応じ自動車整備学校と連携を図り、一種養成施設等に通う学生が自動車整備業

に従事したくなる取り組み、職場体験やインターンシップ、キャリアパス・社内教育・

研修制度の充実化等の取り組みを実施する。 

次頁より具体的な取り組みを示す。 
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② 従業員向けの取組 

自動車整備事業者は、自社の従業員に対し以下の取組を実施する。 
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(e) 自動車整備に係る人材の育成策 

自動車整備業においては、電動車や先進安全自動車の普及に伴い自動車整備技術の高度

化が進んでおり、従来の自動車整備技術に加え、一級自動車整備士資格の取得等、今後はよ

り高度な知識や技能が要求される。そのため、各自動車整備学校においては、このような自

動車整備士を取り巻く環境変化に対応するために、今後の担い手となる学生に対し、「効果

の高い学習方法の推進」による教育や「上位資格の取得促進のために必要な支援」により、

今後の自動車整備士の人材育成を図る取組みを実施することが重要であるとされている。 

一方、現職の自動車整備士においても、自動車技術の進展に伴い、仕事上、新たな知識や

技能の習得が求められることから、自動車整備業においては、従業員に対し「効果の高い教

育・研修の導入・定着」や「上級資格取得の推進・支援」の取組を通じて、人材育成につい

て取り組むことが必要であるとされており、以下の取組の実施が開始された。 

 

(i) 自動車整備学校の取組 

各自動車整備学校においては、現在、電動車や先進安全自動車の普及に伴う自動車整備技

術の高度化に対応するため、学生に基礎から高度な技能まで幅広い技術が確実に身につく

よう授業の充実化を図り、効果の高い学習方法の推進に取組んでいるところではあるが、さ

らなる取組を進めるため、各自動車整備学校が単独又は連携して以下の取組を実施する。 
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(ii) 自動車整備事業者の取組 

各自動車整備事業者においては、現在、自動車整備技術の高度化に確実に対応するため、

社内研修・教育により自社従業員の新たな技術に関する知識等の更新と定着を行い、確実に

自動車整備作業ができるよう取組みを実施しているところではあるが、さらなる取組を進

めるため、各自動車整備事業者が単独又は連携して以下の取組を実施する。 
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(f) 自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドライン 

国土交通省では、「自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガ

イドライン（令和６年３月）」を作成し、業界団体（一般社団法人日本自動車整備振興会連

合会）を通じ事業者に働きかけている。また、同ガイドラインと同時に「自動車整備士等の

働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドラインを実践する際のユースケー

ス（参考事例集）」を公表し、事業者の規模別の取組例について、課題、取組の内容、効果

の３点をまとめている。 

図 4.24 に自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドライ

ンの概要を示す。 

 

 

図 4.24 自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくりに向けたガイドライ

ンの概要 
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(5) 人手不足対策に対する予算措置 

自動車整備業の人手不足対策としての令和５年度の補正予算措置として、「自動車整備業

における人手不足対策の推進」として約 3 億円の予算措置、令和６年度の本予算として、

「自動車整備業の人材確保・育成の推進」として約 2 億円の予算措置が取られた。 

以下に概要を示す。 

 

 

図 4.25 令和５年度補正予算（自動車整備業における人手不足対策の推進） 

 

 

図 4.26 令和６年度予算（自動車整備業の人材確保・育成の推進） 
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4.3.2 介護業界 

(1) 業界概要 

介護業界は、約 26 万事業所を有する業界（表 4.8 参照）であり年間の売上額は 10.8 兆

円規模の業界であり、事業者数については、2018 年以降拡大傾向にある業界である。 

介護業界は、介護施設は１施設あたり年間売上、2.6 億円規模の事業であり、一定規模で

あることが想定されるが、居宅、居宅介護支援、地域密着型については、事業者数が約 24

万事業者に対して 7.1 兆円の売り上げと、１事業者あたり 2,900 万円程度の売り上げであ

り、中小の事業者が多いものと思われる。また、介護ビジネスでは、介護サービス、訪問介

護等分野においては、新規参入が比較的容易であることから、多くの中小企業が参画してい

るといわれている9。 

 

  

 
9 プレジデントオンライン HP（https://president.jp/articles/-/23967） 
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表 4.8 介護業界における費用額と事業者数 10 

 

  

 
10 販促の大学 HP（https://hansokunodaigaku.com/keiei_post/10870/#03） 
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(2) 雇用情勢 

介護業界における従業者数は、医師も含め約 49 万人の業界であり、特に訪問介護を担当

する介護職員は約 30 万人であり、大多数を占める。 

 

表 4.9 介護業界の職種別の従業者数11 

 

  

 
11 令和４年介護サービス施設・事業所調査の概況（厚生労働省） 
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介護業界の有効求人倍率は、2013 年に約 1.8 倍であったが、2019 年に最大で 4 倍を超え

るが 2021 年段階では、3.6 倍とやや改善したが、2024 年のデータでは約 4 倍となり、2021

年段階より悪化傾向にある。 

また、厚生労働省の第９期介護保険事業計画によると、2022 年段階の介護職員の必要数

としては、215 万人であったが、2026 年に約 240 万人、2040 年に約 272 万人と、生産年

齢人口が減少する中、18 年間で約 57 万人の増加が求められている。 

 

 

 

 

図 4.27 第９期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数 12 

 

  

 
12 介護人材確保に向けた取組（厚生労働省 HP） 
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社会福祉・介護事業における年齢別就業者数のデータを確認すると、65 歳以上が最も多

く、2040 年に向けて大幅の増加が求められる中、今後の少子高齢化社会に向けて懸念が残

る状況である。 

 

 

図 4.28 社会福祉・介護事業における年齢別就業者数 6 

注）図 4.28 に示す年齢別就業者数の合計が 463 万人であり、幅広く社会福祉・介護事業の

就業者数を示すものと思われる。 

 

介護業界における従業員の過不足感としては、「大いに不足」、「不足」、「やや不足」を合

計すると 64.７％に上っている。また、より深刻な不足感を意味する「大いに不足」と「不

足」の合計も 34.0％となっている。また、職種別では、特に「訪問介護員」において「大い

に不足」、「不足」、「やや不足」の合計が約 8 割、「大いに不足」と「不足」の合計でも約 6 

割に達している状況であり、明らかに人手不足が生じている業界であると思われる13。 

 

  

 
13 令和５年度「介護労働実態調査」結果の概要について（厚生労働省） 
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(3) 介護福祉士の資格制度 

 

(a) 介護福祉関連の資格制度 

介護・福祉に係る資格として、受験資格なしの介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２

級）から、国家資格である介護福祉士等、５つの資格を有する業界である。 

表 4.10 に介護関連資格の概要と受験資格、 

表 4.11 に介護関連資格取得者の対応可能な業務について示す。 

 

表 4.10 介護関連資格の概要と受験資格14 

名称 資格の概要 受験資格 

介護職員初任者研修

（旧ホームヘルパー

２級） 

介護の入門資格で、基本的な介

護技術や知識を学ぶ。 

なし。 

介護福祉士実務者研

修（旧ホームヘルパ

ー１級） 

介護の中級資格で、より専門的

な介護技術や知識を習得する。 

なし。介護職員初任者研修を修

了していると一部科目が免除さ

れ。 

介護福祉士 介護の上級資格で、国家資格で

ある。 

実務者研修を修了し、3 年以上

の実務経験が必要。 

認定介護福祉士 介護福祉士の上位資格である

が、民間資格である。なお認定

機関は、認定介護福祉士認証・

認定機構が実施。 

介護福祉士としての実務経験が

5 年以上必要。 

介護支援専門員 ケアプランの作成や自治体、業

者との調整を行う資格であり、

都道府県の公的資格である。 

介護福祉士等の国家資格を持

ち、国家資格に基づく実務経験

を 5 年以上かつ 900 日以上の実

務経験が必要。 

 

  

 
14 各種資料を参考にみずほリサーチ＆テクノロジーズが作成 
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表 4.11 介護福祉士等の資格者が対応可能な業務15 

名称 対応可能な業務 

介護職員初任者研修

（旧ホームヘルパー

２級） 

・訪問看護：利用者の自宅を訪問、日常生活の支援。具体的には食

事の準備、掃除、洗濯、買い物等の代行。 

・施設介護：介護施設で、利用者の日常生活をサポート。食事介

助、入浴介助、排せつ介助等。 

・デイサービス：日帰りで利用者を受け入れる施設で、リハビリテ

ーション等の支援を行う。 

・ショートステイ：短期間の宿泊を伴う介護サービスを提供する

施設で、利用者をサポートする。 

・グループホーム：認知高齢者が共同生活を送る施設で、日常生活

の支援等を行う。 

介護福祉士実務者研

修（旧ホームヘルパ

ー１級） 

・訪問看護：利用者の自宅を訪問し、日常生活の支援。初任者研修

修了者よりも医療的なケアやコミュニケーションを含め高度な

介護技術を提供。 

・施設介護：介護施設での業務に従事し、食事介助、入浴介助、排

泄介助などの基本的な介護業務に加え、リーダーシップを発揮

して他の介護職員を指導する役割も担う。 

・認知症ケア：認知症高齢者の専門的なケアを行うことができる。

認知症ケアの知識と技術を活かし、利用者の生活の質を向上さ

せる支援を行う。 

介護福祉士 ・直接介護：利用者の食事、入浴、排泄などの日常生活の支援を行

うことが可能となり、身体介護や生活援助が含まれる。 

・医療ケア：喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケア。 

・介護計画の作成：利用者別の介護計画を作成し、その実施と評価

を行う。 

・認知症ケア：知症高齢者に対する専門的なケアを提供し、認知症

の進行を遅らせるための支援。 

認定介護福祉士 ・認定介護福祉士は、利用者の QOL（生活の質）向上を目指し、

複雑な医療的ケアや認知症ケア等のより高度な介護技術を提供

する。 

・介護現場における医師や看護師、理学療法士といった医療職と

の連携。 

・地域ボランティアや家族介護者、介護福祉士へのアドバイス等、

地域社会福祉への貢献。 

 
15 各種資料を参考にみずほリサーチ＆テクノロジーズが作成 



59 

 

・他の介護職員の指導・教育、チーム全体のケアの質の向上。 

介護支援専門員 ・ケアプランの作成：要介護者やその家族と面談し、個別のケアプ

ランの作成。利用者のニーズに基づいた介護サービスの選定や

調整を含む。 

・サービスの調整と連携：介護サービス提供者、医療機関、自治体

と連携した調整。 

・モニタリングと評価：提供されている介護サービスが適切かど

うかを定期的に評価し、必要に応じてケアプランを見直す。 

・相談業務：要介護者やその家族からの相談に応じ、介護に関する

アドバイスや情報提供を行う。 
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(b) 介護福祉士になるためのキャリアパス 

介護福祉士になるためには、主に以下の３つの主要なルートがある。 

 

◆ 福祉系の養成施設を卒業するルート 

➢ 福祉系の専門学校や大学に進学し、必要な知識と技術を学ぶ。 

➢ 養成施設を卒業後、介護福祉士国家試験の受験資格が得られる。 

◆ 実務経験を積むルート 

➢ 介護施設や訪問介護の現場で 3 年以上（540 日以上）の業務実績を積み、実務者

研修を修了する。 

➢ その後、介護福祉士国家試験の受験資格が得られる。 

◆ 福祉系高校からのルート 

➢ 福祉系の高校で介護の基礎を学び、卒業後に介護福祉士国家試験の受験資格が

得られる。 

◆ EPA ルート 

➢ 「経済連携協定」に基づき、インドネシア・フィリピン・ベトナムから介護福祉

士の候補を受け入れる制度。 

 

 

図 4.29 介護福祉士の資格取得のルート16 

  

 
16 介護福祉士国家試験に関する参考資料（厚生労働省） 
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図 4.30 外国人介護人受入れの仕組み 16 

 

(c) 介護福祉士の国家試験の概要 

介護福祉士の国家試験は、年に１回（１月）に実施される。 

試験は筆記試験のみである。実技試験は 2023 年度まで実施されていたが、2024 年度よ

り撤廃された。なお、法改正前のパブコメには、受験者の負担軽減、評価の一貫性が挙げら

れており、比較的賛成者は多かった。 

筆記試験は、正答率が 60%程度、すべての科目（人間と社会、こころとからだのしくみ、

医療的ケア、介護の４領域で 13 科目）に得点する必要あり。 

2023 年度の試験においては、受験者数約 75,000 人に対し、合格者数約 62,000 人と約

83%の合格率であった。 
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(4) 人手不足対策 

介護業界における人手不足に対する対策としては、厚生労働省の HP において、介護人材

を量と質の両面から確保するため、国と地域が二人三脚で、「参入促進」「資質の向上」「労

働環境・処遇の改善」を進めるための対策に総合的・計画的に取り組むこととしている。 

大きな対策としては、以下の対策を実施している。 

 

① 介護に関する入門研修の実施 

② 人材育成等に取り組む介護事業者の認証評価制度 

③ 介護現場における多様な働き方導入モデル事業の実施 

④ 介護の仕事の魅力発信などによる普及啓発に向けた取組 

⑤ 介護のしごと魅力発信等事業 

 

上記の取り組みは、厚生労働省の事業と実施され、自治体等を通じ、民間企業に委託され

運用されているものと思われる。 
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(a) 介護に関する入門研修の実施 

厚生労働省では、多様な人材の確保に向けて、介護分野への介護未経験者の参入を促進す

るため、より多くの方が介護を知る機会とするとともに、介護分野で働く際の不安を払拭で

きるよう、介護に関する入門的研修の実施に関する基本的な事項を定め、研修実施を推進し

ている。 

なお、入門研修の実施にあたっては、地方自治体が窓口となり担当している。 

 

 

図 4.31 介護入門研修の概要17 

  

 
17 介護に関する入門的研修について（厚生労働省） 
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(b) 人材育成等に取り組む介護事業者の認証評価制度 

「人材育成等に取り組む介護事業者の認証評価制度」は、職員の人材育成や就労環境等の

改善につながる介護事業者の取組について、都道府県が基準に基づく評価を行い、一定の水

準を満たした事業者に対して認証を付与する制度である。 

本事業は、地域医療介護総合確保基金における介護従事者の確保に関する事業に位置づ

けており、認証評価制度の運営に要する経費を支援している。 

 

 

図 4.32 人材育成等に取り組む介護事業者の認証評価制度の概要18 

 

  

 
18 人材育成等に取り組む介護事業者の認証評価制度について（厚生労働省） 
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(c) 介護現場における多様な働き方導入モデル事業の実施 

「介護現場における多様な働き方導入モデル事業」では、リーダー的介護職員の育成を行

うとともに多様な働き方、柔軟な勤務形態（朝夕のみ、夜間のみ、既設限定のみ、兼業・副

業、選択的週休三日制等）を介護事業所にモデル的に導入することを通じて、効率的・効果

的な事業運営の方法についての実践的な研究を行い、その成果を全国に展開している。 

 

 

図 4.33 介護現場における多様な働き方導入モデル事業の概要19 

 

  

 
19 介護現場における多様な働き方導入モデル事業について（厚生労働省） 
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(d) 介護の仕事の魅力発信などによる普及啓発に向けた取組 

介護の仕事の魅力発信などによる普及啓発に向けた取組として、以下の取組を実施。 

 

◆ 介護の日（11 月 11 日）を制定し、福祉人材確保重点機関を設ける 

◆ 小・中・高校生等若者向けの福祉・介護のしごとの普及啓発に係るパンフレット等の

作成、配布 

 

 

 

図 4.34 東京都における小・中・高校生等若者向けのパンフレット20 

 

  

 
20 小・中・高校生等若者向けの福祉・介護のしごとの普及啓発に係るパンフレット等につ

いて（厚生労働省） 
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(e) 介護のしごとの魅力発信等事業 

イベント、テレビ、SNS 等を活かした取組を通じて、全国に向けた情報発信を行うこと

により、多くの方々が、福祉・介護の仕事について新たに関心を持ち、理解を高めるととも

に、その仕事の魅力を感じられるようにすることを目的として「介護のしごと魅力発信等事

業」を実施。 

 

 

 

図 4.35 介護の仕事魅力発信等事業企画提案書からの抜粋21 

 

 
21 「介護の仕事魅力発信等事業 企画提案書」（2024 年 3 月 21 日、朝日新聞社） 
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(5) 人手不足対策の令和６年度補正予算の予算措置 

介護領域の人手不足対策としての令和６年度の補正予算措置として、「介護人材確保・職

場環境改善等に向けた総合対策」として約 1,100 億円の予算措置が取られた。具体的な項目

としては、以下の５項目に分けられる。 

 

◆ 介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策 

➢ 介護人材確保・職場環境改善等事業 

➢ 介護テクノロジー導入・協働化等支援事業 

➢ 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業 

➢ ホームヘルパーの魅力発信のための広報事業 

 

 

図 4.36 介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策全体の概要22 

 

  

 
22 介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策について（厚生労働省老健局） 
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図 4.37 介護人材確保・職場環境改善等事業の概要 22 

 

 

図 4.38 介護テクノロジー導入・協働化等支援事業 22 
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図 4.39 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業 22 

 

 

図 4.40 介護人材確保のための福祉施策と労働施策の連携体制の強化の概要 22 
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図 4.41 ホームヘルパーの魅力発信のための広報事業の概要 22 
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4.3.3 看護業界 

(1) 業界概要 

次頁の表に看護師、准看護師の就業者数を示す。 

看護師、准看護師の勤務先は、病院に限らず、自治体、診療所、訪問看護ステーション、

介護老人福祉施設、居宅サービス等、事業所、看護師等学校養成所・研究機関が挙げられる。 

これらの職種の中において、病院に勤務する看護師が約 58%と大多数を示すが、近年で

は少子高齢化に伴い訪問介護ステーションの数が、2010 年には約 5,700 か所であったが、

現在では、約 17,100 か所と、約３倍以上に増えている状況である。また、訪問看護ステー

ションの数が約 17,000 に対し、就業している看護師の数が約 62,000 人であることから、

平均して１か所に 3.6 名の看護師の在籍であることから、中小企業中心の業界であることが

推察される。 

 

 

図 4.42 指定訪問看護ステーション数 23 

 

 
23 訪問看護ステーション数調査（全国訪問看護事業協会） 
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表 4.12 看護師・准看護師の就業者数（1/2）24 

 

 
24 看護統計資料（日本看護協会） 
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表 4.13 看護師・准看護師の就業者数（2/2）24 
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(2) 雇用情勢 

看護職員全体では約 170 万人であり、病院勤務の職員が約 100 万人と大多数を占め、訪

問看護ステーション勤務者は 6.8 万人と少ないものの、2002 年の 2.4 万人から 2020 年の

6.8 万人に 18 年間で約 2.8 倍に増加し、需要が多い業界であることが分かる。 

 

図 4.43 看護職員就業者数の推移25 

 

図 4.44 就業場所別看護職員の推移 25 

 

  

 
25 看護師等（看護職員）の確保を巡る状況（令和 5 年 7 月 7 日、厚生労働省） 
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就業看護職員の年齢階級別の構成割合の推移をみると、60 歳以上の職員が約 11%であり、

かつ徐々に増えている傾向にあるが、25 歳未満の就業者の割合も約 7％で推移しており、

介護業界等に比べ、健全な状況である。 

また、領域別の需要推計を見ると、2025 年段階の需要としては 11.3 万人のニーズがある

ことが予測されているが、2020 年段階で 6.8 万人であり、大幅な増員が求められている領

域であるものと思われる。 

 

図 4.45 就業看護職員の年齢階級別構成割合の推移 25 

 

図 4.46 領域別の就業看護職員数と需要推計 25 
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看護領域における領域別の求人倍率をみると、訪問看護ステーションが 3.22 と他の領域

と比べ圧倒的に高い領域であり、次いで病院（20～199 床）の 1.80、病院（200～499 床）

の 1.40 である。 

 

 

図 4.47 領域別の看護職員数の求人倍率 25 
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(3) 看護師等の資格取得制度 

(a) 看護師 

看護師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世

話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。（保健師助産師看護師法第五条） 

看護師の資格取得にあたっては、高等学校卒業後、看護専門学校（３年間の課程）や看護

大学（４年間の課程）に進学する。看護学校を卒業後、看護師国家試験を受験し、この試験

に合格することで、看護師としての資格を取得できる。国家試験に合格した後、厚生労働省

に申請して看護師免許を取得する。 

看護師のキャリアとしては、以下のキャリアがある。 

 

◆ 専門看護師（CNS: Certified Nurse Specialist） 

特定の専門分野で高度な知識と技術を持つ看護師であり、がん看護、精神看護、地域

看護などの分野がある。専門看護師になるためには、看護師としての実務経験（5 年以

上、うち 3 年以上は専門分野の経験）が必要であり、さらに大学院修士課程を修了し、

日本看護協会の認定審査に合格する必要がある。 

 

◆ 認定看護師 

特定の看護分野で熟練した技術と知識を持つ看護師であり、救急看護、皮膚・排泄ケ

ア、集中ケアなどの分野がある。認定看護師になるためには、看護師としての実務経験

（通算 5 年以上、うち 3 年以上は認定を受けようとする特定の看護分野の経験）が必

要であり、さらに日本看護協会認定看護師教育機関での 6 ヶ月以上の研修を受け、認

定審査に合格する必要がる。 

 

◆ 特定行為研修修了者 

医師の指示を待たずに、手順書に基づいて一定の診療補助行為を行うことができる

看護師である。特定行為研修を受けるためには、看護師免許を持ち、実務経験が通算 2

年以上あることが条件であり、研修を受講する必要がある。研修は、共通科目と区分別

科目から構成され、研修期間は受講する特定行為区分の数によって異なり、半年から 2

年程度である。 

 

◆ 認定看護管理者 

看護管理者として優れた資質を持ち、組織を発展させる能力を持つ看護師の認定制

度である。認定看護管理者になるためには、看護師としての実務経験（通算 5 年以上）

が必要で、さらに日本看護協会認定看護管理者教育課程サードレベルを修了するか、大

学院修士課程を修了し、看護管理に関する科目の単位を取得する必要があり、その後、

認定審査に合格する必要がある。 
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図 4.48 看護師になるためのキャリアパス 26 

 

(b) 准看護師 

准看護師とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、

前条（五条）に規定することを行うことを業とする者をいう。（保健師助産師看護師法第六

条） 

准看護師の資格取得にあたっては、中学校卒業後、准看護師養成所で 2 年間又は高校の

衛生看護科で 3 年間の課程を修了し、養成所や衛生看護科を修了後、各都道府県が実施す

る准看護師試験を受験する必要がある。試験に合格した後、住民票がある都道府県の知事に

免許発行を申請することにより、資格を取得することができる。なお、養成所には全日制と

定時制があり、働きながら資格取得を目指す人もいる。また、准看護師から看護師になるた

めには、2 年制の看護師養成所での課程を修了し、看護師国家試験に合格する必要がある。 

 

  

 
26 厚生労働省 HP（発見・看護：https://www.mhlw.go.jp/kango_kyouiku/become/） 
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図 4.49 准看護師になるためのキャリアパス 26 

 

(c) 看護学領域以外の学科等の卒業者への勧誘 

看護学領域以外の大卒者及び短大卒者、社会人経験者等を対象とし、看護師学校養成所や

准看護師養成所への入学を PR するポスターを作成し、積極的な勧誘を行っている。 

また、大卒社会人経験者等を看護師養成所に受け入れる準備を整え、より学習しやすい環

境を提供するため、 平成 27 年 3 月に「看護師養成所における社会人経験者の受け入れ準

備・支援のための指針」を作成し、養成所に対するガイドラインを作成し、周知している。 

 

   

図 4.50 看護師養成所 PR ポスター及び看護師養成所における社会人経験者の受け入れ

準備・支援のための指針 26 
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(4) 人手不足対策 

看護業界における人手不足に対する対策としては、以下の対策が実施されている。 

 

① 看護師等の養成 

② 病院等に勤務する看護師等の処遇の改善 

③ 研修等による看護師等の資質の向上 

④ 看護師等の就業の促進 

⑤ その他 
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(a) 看護師等の養成 

(i) 看護職員等の養成 

看護教員等の養成のため、厚生労働省が認定した専任教員養成講習会や教務主任養成講

習会を実施。また、臨地実習を通じた学生の看護実践能力の獲得のため、実習指導者講習会

を実施。 

なお、専任教員とは、看護師などの資格を有し、学生の指導にあたる教員であり、教務主

任とは、専任教員の中から選ばれた教育全般の管理を行う役職である。また、実習指導者は、

実習施設で学生の指導を行う看護職員である。 

また、看護教員の養成は、各都道府県で実施し、東京都では令和７年の募集を既に開始し、

募集人数は 45 人、対象は以下の資格を有する者である。 

 

① 保健師、助産師又は看護師として*5 年以上業務に従事した者 

② 保健師、助産師又は看護師として*3 年以上業務に従事した者で、かつ大学において教

育に関する科目（4 単位）を履修して卒業し、若しくは大学院において教育に関する

科目（4 単位）を履修した者 

 

図 4.51 に看護職員等の養成の概要を示す。 

 

 

図 4.51 看護職員等の養成の概要 25 
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(ii) 地域医療介護総合確保基金で実施する看護職員の養成・確保に関する事業 

また、地域医療介護総合確保基金で実施する看護職員の養成・確保に関する事業の実

施、看護学生確保に向けた情報発信、さらに専門実践教育訓練には給付金制度を設けてい

る。 

例えば、東京都においては、これらの基金を活用し、看護師等養成所運営費の補助（補

助率 100%）や、看護師等養成所の施設整備費等の補助（補助率 75%）を実施。看護師等

養成所運営費補助では、特に「看護師養成所３年課程」導入促進事業として、准看護師養

成所から看護師養成所 3 年課程の移行準備に必要な専任教員及び事務職員を配置し、円滑

な開校に向けたカリキュラムの策定等を行うもの、「助産師養成所」導入促進事業とし

て、助産所養成所の設置に必要な専任教員の配置や円滑な開校に向けたカリキュラムの策

定等を行うものに補助を行っている。 

図 4.52 に地域医療介護総合確保基金で実施する看護職員の養成・確保に関する事業の

概要を示す。 

 

 

図 4.52 地域医療介護総合確保基金で実施する看護職員の養成･確保に関する事業概要 25 

 

なお、地域医療介護総合確保基金は、地域医療と介護の質を向上させるために設置され

た基金であり、看護職員の養成に関する事業も含まれ、令和６年度の予算案で 1,553 億円

である。また、本基金では、看護師養成所の整備・運営、社会人経験者の教育訓練支援が

行われており、これらの基金を活用し、本事業が行われている。 
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図 4.53 地域医療介護総合確保基金の概要 27 

  

 
27 厚生労働省 HP 
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(iii) 看護学生確保に向けた情報発信 

看護職への道を目指す者の確保を目的に、実習中の患者とのエピソードを中心に看護学

生の成長物語を漫画として作成。また、看護教育に関するポータルサイトで看護職の業務内

容や看護職になるための方法等を紹介。 

 

 

図 4.54 看護学生確保に向けた情報発信 25 

 

図 4.54 に示す厚生労働省のポータルサイトでは、図 4.48 及び図 4.49 に示す看護師、

准看護師になるためのキャリアパスを示すほか、看護教育に係る人向けの情報、医療関係

者向けの情報を発信している。 
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(iv) 専門実践教育給付金の活用 

専門実践教育訓練給付金は、労働者のキャリア形成を支援する制度であり、これを活用

し、看護関係資格の養成課程も対象となっており、看護関係資格の取得を目指す社会人や

社会人経験者の教育訓練の受講を支援。業務独占資格または名称独占資格の取得を訓練目

標とする養成課程の講座数 1,737 講座のうち、看護師に係る講座として 277 講座、准看護

士に係る講座として 44 講座が含まれている。 

図 4.55 に専門実践教育訓練給付金の概要を示す。 

 

 

図 4.55 専門実践教育訓練給付金の概要 25 
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(b) 病院等に勤務する看護師等の処遇の改善 

病院等に勤務する看護職員の 34.3%以上が、１か月の夜勤時間数が 72 時間以上となり、

夜勤負担が重い看護職員が存在する。 

このような夜勤勤務の負担軽減等を含め、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善とし

て、以下の事業が実施されている。 

 

① 地域医療介護総合確保基金（図 4.53 参照）で実施する看護職員の勤務環境改善に関

する事業 

② 診療報酬における看護職員の夜勤負担の軽減 

③ 看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進 

④ 離職対策に向けた様々な支援 

⑤ 医療従事者の勤務環境改善の促進 

⑥ 医療現場における暴力・ハラスメント対策 

 

(i) 地域医療介護総合確保基金で実施する看護職員の勤務環境改善 

地域医療介護総合確保基金を活用し、医療機関に対して総合的・専門的な支援を行う「医

療勤務環境改善支援センター」の運営支援、看護職員が働きやすい施設整備に対する支援、

院内保育所整備・運営等の支援、短時間正規雇用等の多様な業務形態等の導入等の支援が行

われた。 

 

図 4.56 地域医療介護総合確保基金で実施する看護職員の勤務環境改善に関する事業 25 
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(ii) 診療報酬における看護職員の夜勤負担軽減対策 

診療報酬の入院基本料の施設基準において、看護職員１人あたりの平均夜勤時間数を 72

時間以内とすることや、複数の看護職員による夜勤の実施が定められている。また、診療報

酬の算定にあたっては、夜間の看護体制を充実することが行われており、この評価方法を変

更することで、看護職員の負担の軽減を図る取り組みが行われた。 

 

 

図 4.57 診療報酬における看護職員の夜勤負担の軽減 25 

 

図 4.58 夜間の看護配置に係る評価及び業務管理等の項目の見直し 25 
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(iii) 看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進 

看護師のキャリアップに伴う処遇改善として、「副看護師長」を新たに３級に、「看護師長」

を基本的に４級に位置づけ、「特に高度の知識経験に基づき困難な業務を処理する看護師」

を新たに３級に位置付けられた。 

 

 

図 4.59 看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進 25 

 

図 4.60 医療職棒級表（三）級別標準職務票の見直し 25 
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なお、医療職俸給表は、国家公務員の医療職に適用される給与体系であり、具体的には、

以下のような職員が対象となる。 

医療職棒給表（一）：病院、療養所、診療所などの医療施設に勤務する医師や歯科医師。 

医療職棒給表（二）：病院、療養所、診療所などの医療施設、刑務所、拘置所などの矯正

施設、検疫所、学校などに勤務する薬剤師、栄養士、その他の医療職

員。 

医療職棒給表（三）：病院、療養所、診療所などの医療施設、刑務所、拘置所などの矯正

施設、検疫所、学校などに勤務し、保健指導や看護業務に従事してい

る保健師、助産師、看護師、准看護師。 

 

今回の医療職俸給表（三）の見直しを契機として公益社団法人日本看護協会を通じ、国家

公務員以外にも、公的・民間の医療機関に勤務する看護職員の処遇改善キャンペーンを展開

している28。 

 

  

 
28 看護職員の処遇改善に向けて～国家公務員医療職俸給表（三）の見直し内容と今後の対

応について～（看護管理者等を対象とした都道府県看護協会主催「看護職員の賃金制度

の抜本的見直しに関する緊急勉強会」） 
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(iv) 離職対策に向けた様々な支援 

看護職員の離職理由は、看護職員の離職理由は、ライフステージと密接に関連する傾向が

あり、30 代・40 代では「結婚」、「妊娠・出産」、「子育て」が多く、50 代では「親族の健康・

介護」が多い。20 代では他の年代と比較して「自分の健康（主に精神的理由）」が多いとい

った特徴がある。 

上記の対策として、院内保育園の運営や、令和５年度支援等助成金を用いた様々な支援

を行っている。 

 

① 院内保育園の運営等に対する支援 

院内保育所の運営等に対する支援として、事業内保育事業、小規模保育事業等として市

区町村の認可を受けた院内保育所への運営費の支援や、地域医療介護総合確保基金による

院内保育所の整備・運営に対する財政支援がある。44.1％の病院で院内保育所を運営して

おり、院内保育所を運営する病院の割合は増加している。 

 

 

図 4.61 院内保育所の運営 25 
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② 令和５年度両立支援等助成金を活用した支援 

令和５年度両立支援等助成金として、以下の支援を行っており、それぞれの条件に合致

する場合に、支援金を支給する制度である。 

 

◆ 出生時両立支援コース（子育てパパ支援金助成）：中小企業事業主のみ対象 

◆ 介護離職防止支援コース：中小企業事業主のみ対象 

◆ 育児休業支援コース：中小企業事業主のみ対象 

 

 

図 4.62 令和５年度両立支援等助成金の主な概要 25 
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(v) 医療従事者の勤務環境改善の促進 

医療従事者の離職防止や医療安全の確保等を図るため、改正医療法（平成 26 年 10 月 1

日施行）に基づき、以下の勤務環境改善策を促進。 

◆ 医療機関が PDCA サイクルを活用して計画的に医療従事者の勤務環境改善に取り組

む仕組み（勤務環境改善マネジメントシステム）を創設。医療機関の自主的な取組を

支援するガイドラインを国で策定。 

◆ 医療機関のニーズに応じた総合的・専門的な支援を行う体制（医療勤務環境改善支援

センター）を各都道府県で整備。センターの運営には「地域医療介護総合確保基金」

を活用。 

医療従事者の勤務環境改善に向けた各医療機関の取組（現状分析、改善計画の策定等）

を促進。 

 

 

図 4.63 医療従事者の勤務環境改善の促進 25 
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(vi) 医療現場における暴力・ハラスメント対策 

労働安全衛生法では、従業員 50 人以上の事業所の場合、年に１回のストレスチェックを

行うことが義務となっている。また、労働施策総合推進法においては、職場におけるパワー

ハラスメントについて事業主に防止措置を義務付けており、同法に基づく指針において、事

業主が講ずべき具体的な措置が定められている。また、男女雇用機会均等法及び育児・介護

休業法において、職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関す

るハラスメントについて事業主に防止措置の実施を義務付けており、両法に基づく指針に

おいて、事業主が講ずべき具体的な措置が定められている。 

医療現場における看護職員等に対する患者・家族による暴力・ハラスメントに関し、各医

療機関において適切な対策を講じられるよう、迷惑行為禁止のポスターの掲示やマニュア

ルの整備、発生時にとるべき行動等をまとめたｅラーニング教材を作成し、幅広く活用いた

だけるよう、厚労省 HP を通じて公開を実施。医療機関においてｅラーニング教材が積極的

に活用されるよう、都道府県等へ医療機関への周知を要請したとのことである。 

 

 

図 4.64 医療現場における暴力・ハラスメント対策【e ラーニング動画教材】 25 
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(c) 研修等による看護師等の資質の向上 

看護師に対する研修制度として、新人看護師職員の研修の推進、特定行為に係る看護師の

研修制度等の制度を設け、看護師等の資質の向上を目指している。なお研修については、病

院での OJT の他、地域医療介護総合確保基金を用い、都道府県が主体となり多施設合同の

研修を実施している。また、あわせて研修責任者の研修も実施している。 

 

 

図 4.65 新人看護師職員の研修の推進 25 
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特定行為とは、診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解

力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が必要とされる以下の表に示

すような行為である。 

 

表 4.14 特定行為の例29 

 

 

厚生労働大臣が指定する指定研修期間において、協力施設と連携し、研修を実施。看護

師が就労しながら研修を受けられるよう、講義・演習は e ラーニング等の通信教育により

実施、実習は受講者の所属する地域の多くの大学病院、大規模病院等で受講が可能であ

る。 

 

 

図 4.66 特定行為に係る看護師の研修制度 25 

 

  

 
29 厚生労働省 HP 
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(d) 看護師等の就業の促進 

看護師等の就業の促進として、①看護職員の新規養成、②看護職員に対する復職支援、③

看護職員の定着促進の３本柱の取組を推進しており、具体的には以下の取組を実施してい

る。 

 

① 都道府県ナースセンターによる看護職の就業・資質向上支援 

② 次世代の看護職育成・確保・アクティブナース活躍支援 

③ マイナンバー制度を活用した看護職の人材活用システムの活用予定 

④ 看護師等免許保持者による離職時等の届出制度 

⑤ ナースセンター・ハローワーク連携事業 

⑥ 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度 

⑦ ナースセンターによる「地域における看護職員確保推進事業」 

⑧ 地域医療介護総合確保基金における訪問看護の人材確保・育成 

⑨ 都道府県ナースセンターと地域の関係組織の連携に基づく取組 

⑩ 高齢期の看護職確保に係る取組 
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(i) 都道府県ナースセンターによる看護職の就業・資質向上支援 

都道府県ナースセンターは、看護職員の確保と支援を目的とした施設であり、1992 年に

制定された「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき、各都道府県に設置されて

いる。 

都道府県ナースセンターでは看護職の就業・資質向上活動として、①潜在看護職の復職支

援等（無料職業紹介）、②看護職や医療機関に対する情報提供・相談対応、③訪問看護等の

知識・技術に関する研修の実施等を通じて、地域における看護職の就業・資質向上を支援し

ている。具体的には、洗剤看護職の復職支援（無料職業紹介）、看護職や医療機関に対する

情報提供・相談対応、訪問看護等の知識・技術に関する研修である。 

 

 

図 4.67 都道府県ナースセンターによる看護職の就業・資質向上支援 25 
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(ii) 次世代の看護職育成・確保・アクティブナース活躍支援 

アクティブナース（ACTy ナース）は、国立病院機構が目指す看護師像であり、以下の６

つの看護実践能力を備えた看護師像である。 

 

◆ 高度な専門的知識と技術：根拠に基づいた看護を実践する能力 

◆ 高い倫理観：質の高い看護を提供し、倫理的な意思決定を支援する能力 

◆ 多職種協働：他の医療専門職と協力して看護の役割を果たす能力 

◆ 経営参画：病院経営に参画し、看護のマネジメントができる能力 

◆ 後輩支援：後輩と共に学び、支援する能力 

◆ 研究的態度：臨床看護研究を行い、看護を創造する能力 

 

2040 年問題30を見据え、看護職を目指す世代の育成から看護職の働き続ける環境の整

備・アクティブナースの生涯活躍支援をナースセンターを中心に推進している。 

 

 

図 4.68 次世代の看護職育成・確保・アクティブナース活躍支援 25 

 

  

 
30 「2040 年問題」とは、2040 年には日本の人口における高齢者の割合がピークになる一

方で、医療や介護の担い手が急減する問題である。 
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(iii) マイナンバー制度を活用した看護職の人材活用システムの活用 

マイナンバー制度を活用した看護職の人材活用システムは、看護職のキャリア情報を一

元管理し、効率的に活用するためのシステムであり、令和６年度の運用開始を目指している。 

主な特徴を以下に示す。 

 

◆ キャリアデータベースの整備：看護職の資格情報、業務従事状況、経歴などを一元的

に管理するデータベースを構築することにより、看護職自身が自分のキャリア情報

に簡単にアクセスできるようになる。 

◆ オンライン届出の推進：看護職の資格申請や変更申請、業務従事状況の届出をオンラ

インで行えるようにし、手続きの簡素化と効率化を図る。 

◆ 復職支援の強化：潜在看護職（現在業務に従事していない看護職）の復職を支援する

ため、ナースセンターがキャリア情報を活用し、適切な情報提供や支援を行う。 

◆ 資質向上の支援：看護職が自らのキャリア情報を活用してスキルアップや研修の機

会を見つけやすくし、看護職の資質向上を支援する。 

 

 

図 4.69 マイナンバー制度を活用した看護職の人材活用システムの活用 25 
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(iv) 看護師等免許保持者による離職時等の届出制度 

看護人材確保法の規定に基づき、看護師等免許保持者による離職時等の届出制度を実施

（平成 27 年 10 月施行）。看護職員が病院等を離職した際、連絡先等を都道府県ナースセン

ターに届け出ることが努力義務とされており、都道府県ナースセンターにおいては、届出さ

れた情報に基づき、潜在看護職等の復職支援を実施。離職届出者のうち 19,401 人が就職

（2015 年 10 月～2023 年３月）。 

都道府県ナースセンターでは、離職中の看護職員に対して、以下の支援を実施している。 

 

◆ 復職意向の定期的な確認 

◆ 医療機関の求人情報の提供 

◆ 復職体験談等のメールマガジン 

◆ 復職研修の開催案内 

◆ ｢看護の日｣等のイベント情報 

◆ その他復職に向けての情報提供 

 

 

図 4.70 看護師等免許保持者による離職時等の届出制度 25 
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(v) ナースセンター・ハローワーク連携事業 

ナースセンターとハローワークの連携により、看護師等（看護師、准看護師、保健師、

助産師）への就業を希望する者と地域の医療機関等とのマッチングの強化を実施。 

主な事業内容は、以下の通りである。 

 

◆ 支援対象の求職者及び求人に関する情報の共有 

◆ ハローワークのスペースを活用したナースセンターによる巡回相談の実施 

◆ 両者の緊密な連携による、支援対象の医療機関等を対象とした求人充足支援 

 

 

図 4.71 ナースセンターとハローワーク連携事業 25 
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(vi) 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度 

医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度は、これらの分野での

人材紹介事業の質を向上させるために設けられた制度である。この制度の主な目的と特徴

は以下の通りである。 

 

◆ 質の高いサービスの提供：認定事業者は、一定の基準を満たすことで、質の高い職業

紹介サービスを提供することが求められる。これにより、求職者と求人者の双方にと

って信頼性の高いサービスが提供される。 

◆ 透明性の確保：認定事業者には認定マークが付与され、サービスの内容や品質、費用

などが「見える化」される。これにより、利用者が適正な事業者を選択することを支

援する。 

◆ 早期離職の防止：採用後の早期離職を防ぐための対策が講じられており、認定事業者

はこれに対応しなければならない。 

◆ 法令遵守：認定事業者は、法令を遵守し、適正な運営を行うことが求められる。 

 

 

図 4.72 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度 25 
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(vii) ナースセンターによる「地域における看護職員確保推進事業」 

都道府県ナースセンターが地域の関係者と連携しつつ、看護職員確保に係る課題を抽出

し、課題解決に向けた取組を行う「地域における看護職員確保推進事業」（中央ナースセン

ター事業費）を平成 29 年度（2017 年度）から実施31。 

本事業に基づき、地域の関係者が参集する WG の設置し、看護職員確保に係る課題を把

握し、アクションプランを策定、実行、評価を行い、地域課題の解決に向けた取組が進めら

れるとともに、継続的な取組にもつながっている。 

※令和５年度においては、15 都道府県の対象地域において本事業を実施予定 

 

 

図 4.73 ナースセンターによる「地域における看護職員確保推進事業」25 

 

  

 
31 平成 29 年度（2017 年度）～令和４年度（2022 年度）に 17 都道府県の対象地域で実施 
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(viii) 地域医療介護総合確保基金における訪問看護の人材確保・育成 

地域医療介護総合確保基金を活用し、人材不足が著しい訪問看護の人材確保・育成の支援

事業を各自治体で計画し、実施している。 

 

 

 

図 4.74 地域医療介護総合確保基金における訪問看護の人材確保・育成に関する事業等

の取組 25 
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(ix) 都道府県ナースセンターと地域の関係組織の連携に基づく取組 

訪問看護ステーションの規模拡大は進んでいるが、未だに小規模事業所が多く様々な課

題が存在する。そのため、各都道府県における訪問看護人材の確保の推進にあたっては、都

道府県ナースセンターと訪問看護支援センター（運営主体：都道府県看護協会、都道府県訪

問看護連絡協議会）などの地域の関係組織の連携により、訪問看護推進に向けた支援を実施

している。 

なお、訪問看護支援センターとは、訪問看護の利用を支援し、地域の医療、介護サービス

の質を向上させるための施設であり、以下のような役割と機能を持っている。 

 

◆ 訪問看護の相談・調整：医療機関や介護支援専門員からの訪問看護利用相談に対応し、

適切な訪問看護の導入を調整するとともに、患者や家族からの相談にも応じる。 

◆ 情報提供とネットワーク化：訪問看護に関する情報を収集し、関係機関や利用希望者

に提供するとともに、訪問看護ステーション同士や他の医療機関との連携を支援し、

効率的な地域ネットワークを構築する。 

◆ 広報活動：訪問看護の利用促進のために、PR パンフレットの作成や配布を行い、地

域住民への周知を図る。 

◆ 研修と支援：訪問看護師や関係者向けの研修を実施し、訪問看護の質の向上を図る。

また、訪問看護ステーションの運営支援も行う。 

 

 

図 4.75 都道府県ナースセンターと地域の関係組織の連携に基づく取組 25 

 

  



107 

 

(x) 高齢期の看護職確保 

高年齢者雇用安定法の規定により、事業主は、65 歳までの高年齢者雇用確保措置を実施

しなければならないとともに、70 歳までの高年齢者就業確保措置の実施に努めなければな

らないこととされている。 

看護職についても各自治体を中心に、高齢期の看護職確保に係る取組を実施。 

 

 

図 4.76 高齢期の看護職確保に係る取組例 25 
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(e) 新興感染症等への対応に係る看護師等の確保 

新興感染症や災害の発生の際には、都道府県において迅速に看護職員等の確保を図るた

めに、他の医療機関等への応援派遣に的確に対応できる看護職員（災害支援ナース）の養

成を推進するとともに、迅速に応援派遣を行える体制を整備しておくことが必要である。 

このため、新医療法32の規定等に基づき、新興感染症・災害に対応できる災害支援ナー

スの養成研修を幅広く実施して、リスト化を進めるとともに、都道府県と医療機関の間で

の災害支援ナースの応援派遣に係る協定の締結を推進。あわせて、新感染症法33の規定等

に基づき、一部の都道府県で感染が集中的に拡大した場合や大規模災害の発生時におい

て、全国レベルで災害支援ナース等の応援派遣を調整できる体制を構築。 

 

 

 

 

  

 
32 感染症法等改正法（令和４年法律第 96 号）による改正後の医療法 
33 感染症法等改正法（令和４年法律第 96 号）による改正後の感染症 
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(f) その他 

(i) 看護の日・看護週間 

平成２年度にフローレンス・ナイチンゲールの誕生日である５月 12 日を「看護の日」、こ

の日を含む１週間を「看護週間」として制定。 

厚生労働省では、制定当初から、「看護の日・看護の週間事業」として日本看護協会と共

同し、普及啓発のための事業を推進している。 

主な実施内容は、以下の通りである。 

 

◆ 各種催し物等の開催：「看護の日」及び「看護週間」の趣旨について国民に周知を図

るとともに、国民一人ひとりの人に対する看護についての関心を高め、理解を深める

ため、「忘れられない看護エピソード」を募集するほか、各都道府県においてイベン

ト、講演会等を開催 

◆ 看護に親しむ活動の推進：中学生、高校生を含め広く社会全般から参加者を募集し、

病院、老人ホーム等での一日看護体験やボランティア活動を実施 

◆ 広報活動：「看護の日」及び「看護週間」の趣旨や関連行事等の実施についての広報

活動を実施 

◆ 看護の基礎的知識及び技術の普及： 

◆ 病院、保健所等の施設の見学、健康相談事業や看護の出前授業の開催、パンフレット

の配布、各種展示コーナーの設置、訪問看護の紹介等を実施 

 

 

図 4.77 看護の日・看護週間 25 

 

  



110 

 

(ii) 医療専門職支援人材確保・定着支援事業 

医療機関における看護補助者等の確保を支援するため、看護補助者等の業務内容や魅力、

看護補助者等となる方法等を示したリーフレットやポスター、ＰＲ動画を作成し、ハローワ

ーク等で配布や放映するなどして、関係者への周知・啓発を行っている。また看護補助者等

が継続して医療機関で勤務できるよう、看護補助者等の定着促進に資する研修プログラム

等のツール開発や、看護補助者等活用の好事例周知、医療機関向けに看護補助者等の活用に

関する情報発信をするなどの支援が行われている。 

 

 

図 4.78 医療専門職支援人材確保・定着支援事業 25 
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4.3.4 トラック運送業 

(1) 業界概要 

トラック輸送業は、車両数が 10 両以下の企業が約 55%、従業員数が 10 人以下の企業が

約 49%と、中小企業中心の業界である。 

 

表 4.15 貨物自動車運用事業者の規模34 

 

 

トラック輸送業界の特徴として、多重下請け構造となっていることが挙げられる。以下の

図に示すように、7 割のトラック事業者が自社のトラックドライバーが不足していること、

荷主からの突発的な運送依頼により、下請け業者を活用しているとのことである。 

 

図 4.79 トラック事業者の下請け利用の状況35 

 

 
34 貨物自動車運送事業者数（国土交通省） 
35 トラック輸送における多重下請構造についての実態把握調査に係る調査結果（経済産業

省・国土交通省・農林水産省） 
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トラック運送業の代表的な業務として、宅配便があるが、トラック輸送による宅配便の取

り扱い個数は、2000 年（平成 12 年）には約 25 億個であったが、2021 年（令和 3 年）に

は約 49 億個と約２倍となっており、業務量が拡大している業界である。 

 

 

図 4.80 宅配便取扱個数の推移36 

  

 
36 令和５年度 宅配便等取扱個数の調査及び集計方法（国土交通省） 
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国内の宅配便については、右肩上がりの傾向があるが、国内貨物輸送トン数については、

ほぼ右肩下がりの傾向にある。 

 

 

図 4.81 国内貨物輸送トン数の推移37 

 

 

 

  

 
37 自動車輸送統計調査（国土交通省）よりみずほリサーチ＆テクノロジーズが作成 
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(2) 雇用情勢 

トラック輸送事業者の就業者数は 2004 年の 180 万人から、2022 年には 201 万とな

り、やや微増な状況である。また、年齢構成は、最も就業者数が多い年代は 50～54 歳で

あり全体の 17%であり、また 50 歳以上が約 50%の業界である。 

 

 

図 4.82 道路貨物運送業の就業者数の推移（万人）エラー! ブックマークが定義されていません。 

 

 

図 4.83 道路貨物運送業における年齢別就業者数 エラー! ブックマークが定義されていません。 
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トラック運送業（貨物自動車運転手）の有効求人倍率は、2009 年に 0.5 未満と人材過剰

の状況であったが、2009 年を境に上昇に転じ 2018 年には有効求人倍率が 2.68 と人手不

足となり、2018 年以降もタクシー運転手も含む自動車運転従事者の有効求人倍率 2.0 倍～

3.0 倍と慢性的に人材不足となっている。 

また、2024 年問題（トラックドライバーの時間外労働時間の上限が年 960 時間に制限

されることによる諸問題）により、さらに人手不足が生じ、国内のビジネスに影響を与え

る可能性があることが指摘されている。 

 

 

図 4.84 貨物自動車運転手の有効求人倍率（2018 年まで）38 

 

図 4.85 自動車従事者の有効求人倍率（2000 年～2023 年）39 

  

 
38 トラック運送業の現状等について 
39 職業安定業務統計（厚生労働省）よりみずほリサーチ＆テクノロジーズが作成 
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(3) トラック運送業を営むにあたっての資格 

トラック運送業を営むためには、運行管理者資格（運航管理を行うための資格）が必要で

ある。 

ここで、運行管理者資格とは、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自

動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による

運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保す

るための業務を行う資格である。 

自動車運送事業者（貨物軽自動車運送事業者を除く。）は、一定の数以上の事業用自動車

を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任する必要がある。選任する

人数は使用するトラックにより必要な人数がきまり、29 台までであれば 1 名、30 台～59

台は 2 名と、台数が増えるたびに、選任する人数が増える。 

この運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別に応じた種類の運行

管理者資格者証（一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物）を

取得している必要があり、運行管理者資格者証を取得するためには、①運行管理者試験に合

格する方法、②事業用自動車の運航の安全確保に関する業務について一定の実務経験その

他の要件を備えるである。 

以下にそれぞれの資格要件を示す。 

 

① 運行管理者試験に合格する方法 

受検資格：以下のいずれかに該当する必要がある。 

イ）事業用自動車（事業の種別は問わない）の運用の管理に関し１年以上の実務経験

を有すること。 

ロ）実務経験に変わる講習を修了した者。 

実務経験に変わる講習として、講習認定機関が行う基礎講習が認定されている。 

 

受検の種類：旅客、貨物の２種類 

試験科目：道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、労働基準法などの

法令等並びに運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力について出題 

 

② 事業用自動車の運航の安全確保に関する業務について一定の実務経験その他の要件

を備える 

取得しようとする運行管理者資格者証の種類（一般乗合旅客、一般乗用旅客、特定旅

客、貨物）ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業（貨物軽自動車運送事業を

除く。）の事業用自動車の運行の管理に関し５年以上の実務の経験を有し、その間に運

行の管理に関する講習を５回以上受講していること等の要件がる。運行の管理に関す

る講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されており、５

回以上の講習のうち、少なくとも１回は基礎講習を受講している必要がある。 
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自動車運送業を営むためには、自動車の運転免許が必要となる。表 4.16 に運転免許別運

転可能な車両、受験資格を示す。 

 

表 4.16 運転免許別運転可能な車両、受験資格 

 普通免許 準中型免許 中型免許 大型免許 

自動車の種類 普通自動車 準中型自動車 中型自動車 大型自動車 

車両総重量 3.5t 未満 3.5t 以上 

7.5t 未満 

7.5t 以上 

11t 未満 

11t 以上 

最大積載量 2t 未満 2t 以上 

4.5t 未満 

4.5t 以上 

6.5t 未満 

6.5t 以上 

乗車定員 10 人以下 10 人以下 11 人以上、 

29 人以下 

30 人以上 

受験資格 18 歳以上 18 歳以上 ※1 ※2 

※1）20 歳以上、普通免許等保有 2 年以上。受験資格特例教習を修了した 19 歳以上、普

通免許等保有 1 年以上。 

※2）21 歳以上、普通免許等保有 3 年以上。受験資格特例教習を修了した 19 歳以上、普

通免許等保有 1 年以上。 
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(4) 人手不足対策（国土交通省の対策） 

トラックドライバーの長時間労働の要因の１つは、発着荷主の積み下ろし場所での長時

間の荷待ち時間・荷役時間と言われている。荷主企業と運送事業者が一体となって、荷待

ち時間の削減、荷役作業の効率化等長時間労働の改善に取り組むことが有効とされ、各種

の対策が実施されている。 

物流改革に向けた政策パッケージとしては、以下の施策が実施された。あわせて、物流

の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドラインが令

和５年６月に公表された。 

◆ 商慣行の見直し 

◆ 物流の効率化 

◆ 荷主・消費者の行動変容 

上記の進捗を把握するため、トラック G メンによる荷主・元請事業者への監視体制の強

化が実施され、悪質な荷主等への監視強化が行われ、悪質な荷主・元請事業者に対し、速

やかに法的措置（「働きかけ」、「要請」、「勧告・公表」）が発動されている。 

 

 

図 4.86 物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガ

イドライン40 

  

 
40 トラック運送事業の現状について（国土交通省関東運輸局） 
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(a) 商慣行の見直し 

商慣行の見直しとして、以下の対策を実施。 

 

◆ 荷主・物流事業者間 における物流負荷の軽減（荷待ち、荷役時間の削減等）に向け

た規制的措置等の導入（※） 

◆ 納品期限（3 分の 1 ルール、短いリードタイム）41、 物流コスト込み取引価格等の見

直し 

◆ 物流産業における多重下請構造の是正に向けた規制的措置等の導入（※） 

◆ 荷主・元請の監視の強化、結果の公表、継続的なフォロー及びそのための体制強化（ト

ラック G メン（仮称） 

◆ 物流の担い手の賃金水準向上等に向けた 適正運賃収受・価格転嫁円滑化等の取組み 

（※） 

◆ トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底 

※ 法制度化の対象 

 

(b) 物流の効率化 

物流の効率化対策として、以下の対策を実施。 

 

◆ 即効性のある設備投資の促進（バース予約システム、フォークリフト導入、自動化・

機械化等） 

◆ 「物流 GX」の推進（鉄道・内航海運の輸送力増強等によるモーダルシフト、車両・

船舶・物流施設・港湾等の脱炭素化等） 

◆ 「物流 DX」の推進（自動運転、ドローン物流、自動配送ロボット、港湾 AI ターミ

ナル、サイバーポート、フィジカルインターネット等） 

◆ 「物流標準化」の推進（パレットやコンテナの規格統一化等） 

◆ 道路・港湾等の物流拠点（中継輸送含む）に係る機能強化・土地利用最適化や物流ネ

ットワークの形成支援 

◆ 高速道路のトラック速度規制（80km/h）の引上げ 

◆ 労働生産性向上に向けた利用しやすい高速道路料金の実現 

◆ 特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上 

◆ ダブル連結トラックの導入促進 

◆ 貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し 

◆ 地域物流等における共同輸配送の促進 

◆ 軽トラック事業の適正運営や輸送の安全確保に向けた荷主・元請事業者等を通じた

取組強化 

 
41 日本の食品業界における特有の商習慣であり、食品の賞味期限が残り 3 分の 1 に達する

前に、卸業者が小売店に納品しなければならないというルール 
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◆ 女性や若者等の多様な人材の活用・育成 

 

(c) 荷主・消費者の行動変容 

荷主及び消費者の行動変容として、以下の対策を実施。 

 

◆ 荷主の経営者層の意識改革・行動変容を促す規制的措置等の導入 

◆ 荷主・物流事業者の物流改善を評価・公表する仕組みの創設 

◆ 消費者の意識改革・行動変容を促す取組み 

◆ 再配達削減に向けた取組み（再配達率「半減」に向けた対策含む） 

◆ 物流に係る広報の推進 

 

図 4.87 に物流革新に向けた政策パッケージのポイントを示す。 

 

 

図 4.87 物流改革に向けた政策パッケージのポイント 40 
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(d) トラック G メンによる荷主・元請事業者への監視体制の強化 

物流改革に向けたパッケージの進捗を把握するため、トラック G メンによる荷主・元請

事業者への監視体制が強化された。 

 

 

図 4.88 トラック G メンの設置による荷主・元請事業者への監視体制 40 

 

図 4.89 全トラック事業者を対象とした違反行為に対するアンケート調査結果 40 
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(e) 物流改革緊急パッケージ 

令和５年１０月に、「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」にてあらためて「物流

改革緊急パッケージ」として以下の提言がなされた。 

 

◆ 物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が来年 4 月から適用

される一方、物流の停滞が懸念される「2024 年問題」に直面。何も対策を講じなけ

れば、2024 年度には 14%、2030 年度には 34%の輸送力不足の可能性。このため、

本年 6 月に「物流革新に向けた政策パッケージ」を策定。 

◆ 今般、2024 年が迫る中、賃上げや人材確保など、早期に具体的な成果が得られるよ

う可及的速やかに各種施策に着手するとともに、2030 年度の輸送力不足の解消に向

け可能な施策の前倒しを図るべく、以下の事項について、必要な予算の確保も含め緊

急的に取り組むこととする。 

◆ この他、中長期計画の策定など、政策パッケージの施策を着実に実施し、進捗の管理

を行う。 

 

 

図 4.90 物流改革緊急パッケージ42 

 

  

 
42 物流革新緊急パッケージ（案）、第３回 我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議資料 
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図 4.91 「政策パッケージ」の進捗状況と今後の対応のポイント①43 

 

 

図 4.92 「政策パッケージ」の進捗状況と今後の対応のポイント② 

 

  

 
43 「物流革新に向けた政策パッケージ」の進捗状況と今後の対応、第５回 我が国の物流

の革新に関する関係閣僚会議資料 
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(f) 自動運転を用いた人材不足対策 

令和７年度の国土交通省の予算措置として、人手不足解消や物流効率化を進めるべく、自

動運転トラックを活用した幹線輸送サービスの自動化による物流の効率向上効果を検証し、

自動運転物流の社会実装を検討する。 

 

 

図 4.93 人手不足解消に向けた自動運転トラックによる幹線輸送実証事業 44 

 

  

 
44 令和７年度物流・自動車関係予算概算要求概要（国土交通省物流・自動車局） 
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(g) トラック運送業における人材確保のためのパンフレット・好事例集について 

国土交通省においては、トラックドライバー不足が深刻化している現状を踏まえ、トラッ

ク運送業における将来の担い手を確保するため、効果的な理解促進・魅力発信、人材確保・

育成に向けた基礎調査を実施、その結果を踏まえたパンフレット・好事例集を策定。国土交

通省の HP にて公表中。また、同時に中学生、高校生、保護者、高校教員及び一般人に向け

たトラックドライバーの理解促進・魅力発信に向けたパンフレットも同時に公開。 

 

 

図 4.94 トラック運送業における人材確保のためのパンフレット・好事例集について 45 

 

  

 
45 国土交通省 HP（https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001337683.pdf） 
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図 4.95 トラックドライバーの採用・定着に向けた取組事例・ポイントの紹介46 

  

 
46 国土交通省 HP（https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001337696.pdf） 
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(h) トラガール促進プロジェクト（2014 年～現在でも実施中） 

国土交通省の HP では、女性トラックドライバーに注目した「トラガール促進プロジェク

ト」を実施。女性向けのトラック業界の魅力、企業向けの情報等の発信を積極的に実施。 

 

 

図 4.96 トラガール促進プロジェクト47 

 

本促進プロジェクトにおいては、女性雇用に係る助成金の各種制度が設けられている。具

体的には以下の通りである。 

 

表 4.17 トラガール促進プロジェクトに係る助成金等の制度 

制度 内容 

両立支援等助成金 ・要件：育休者の代替要員の確保、育休復帰支援プランに基づ

く育休取得・復帰支援、期間雇用者の育休支援。事業所内へ

の保育施設の設置・運営など 

・助成対象者：事業主、事業主団体（各助成金、コースによっ

て異なる） 

トライアル雇用奨励金 ・要件：原則３か月のトライアル雇用をすること 

・助成対象者：事業主・事業主団体 

事業所内保育施設設置・

運営等支援助成金 

・要件：事業所内に保育施設を設置・運営・増築すること 

・助成対象者：事業主・事業主団体 

人材開発支援助成金 ・要件：職業訓練等を実施すること 

・助成対象者：中小企業事業主・事業主団体 

キャリアアップ助成金 ・要件：非正規雇用者の処遇を改善すること 

・助成対象者：事業主 

受動喫煙防止対策助成金 ・要件：事業所内の喫煙室や屋外喫煙所等の設置や改修を行

うこと 

・助成対象者：事業主 

※ 上記に示す制度は、厚生労働省の制度を活用したもの 

 

 
47 国土交通省 HP（https://www.mlit.go.jp/jidosha/tragirl/） 
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(5) 人手不足対策（厚生労働省の対策） 

厚生労働省では、自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトを設け、トラ

ック運転者、バス運転者、ハイヤー・タクシー運転者に向けた情報発信を行っている。 

本ポータルサイトでは、改善基準告示、改善事例、企業向けの情報（改善ハンドブック

等）、トラック運転者の仕事に関する情報発信、国民向けの情報発信、トラック運転者を

採用したい人・トラック運転手になることを考えている人向けの情報発信を行っている。 

また、本ポータルサイトから、国土交通省の「トラック運送業における人材確保のため

のパンフレット・好事例集」へのリンクが貼られている。 

 

 

図 4.97 自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト48 

 

  

 
48 厚生労働省 HP（https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck） 



130 

 

① トラック運転者向けの労働時間等の改善のための基準学習テキスト 

トラック運転者向けの労働時間等の改善のための基準学習テキストでは、改善基準

告示の内容、労働時間の考え方等について学べるような資料になっている。 

 

 

図 4.98 トラック運転者向けの長時間当の改善のための基準学習テキスト 49 

 

② 時間外労働削減のための改善事例 

時間外労働削減のための改善事例として３事例、IT の活用による改善事例として４

事例、その他の改善として１事例が示されている。 

時間外労働削減の例として、荷物の積み替え作業によるドライバーの負担軽減のた

めのアクションプランの作成・誤積載を防ぐための工夫、荷主企業とのコミュニケーシ

ョン・協力・連携、「荷待ち時間」の削減と積み下ろし時間の短縮が示されていた。 

また、IT の活用としては、運行時間の見える化、運転情報の共有・時間管理意識の

向上、手書き資料の削減・フォーマットの統一等が挙げられている。 

図 4.99～図 4.101 にそれぞれの事例を１事例示す。 

 

 

  

 
49 厚生労働省 HP（https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/pdf/ltxt-truck.pdf） 
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図 4.99 時間外労働削減のための改善事例 50 

 

 

図 4.100 その他の事例 50 

 

 
50 厚生労働省 HP（https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/example） 
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図 4.101 時間外労働削減のための改善事例（IT を活用した事例）50 
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4.4 電気工事業界の人手不足対策への示唆 

本検討においては、人手不足が生じている業界として、自動車整備業界、介護業界、看護

業界、トラック運送業界の４つの業界の対策について調査を行った。これらの業界で実施さ

れている対策として、以下のメニューの対策が実施されていることが分かった。 

 

① 新卒から入職者を増やす対策 

② 入職者を定着・離職させない対策 

③ １度業界を離職した人をまた業界に復活させる対策 

④ 業界未経験の社会人を入職させる対策 

⑤ 業界の意識改革の推進 

 

(1) 新卒から入職者を増やす対策 

今回調査を行った４業界の中において、特に自動車整備業界では、積極的に自動車整備学

校生に向けた PR 活動を実施するとともに、自動車整備学校においても、中学生以下の若年

層への情報発信や高校生への職場体験・インターンシップの実施を業界として取り組んで

いる。また、介護学校や看護学校は、明確には入学者向けの PR は実施していないものの、

一定数のニーズがある業界であることから、専門性を有する教育機関に進学し、職業として

認識されているものと思う。これらの業界の特徴としては、教育機関である学校が専門養成

機関となっており、業界を構成する１機関として形成されているものと思われる。また、こ

れらの業界は BtoC といった学生にもわかりやすい職場であることも、若年層が理解しやす

い業界であるともいえる。 

一方、電気工事業界（以下、「電工業界」という。）は、電気工事士の取得を目指した電気

系の工業高校や専門学校、高等専門学校があるものの、これらの学校自体が一体となって業

界を構成する機関という立場ではなく、あくまでの１つの学部といった意識ではないかと

思われる。 

また、本調査において効果があった採用活動に特に効果があった取り組みとして、学校

（主に工業高校）との協力関係構築が挙げられていた。具体的には、インターンシップや出

前学習である。 

１つの仮説ではあるが、今後は工業高校や高等専門学校等の教育機関との協力体制は、個

社での対応ではなく、電工業界、場合によっては電気保安業界と協力して構築し、積極的な

情報発信、体験学習、出前授業・インターンシップ等、業界説明等の活動により、入職率の

向上効果が、期待できる可能性があるのではないかと思われる。 

 

(2) 入職者を定着・離職させない対策 

(a) キャリアパスと研修の実施 

今回調査を行った中で、自動車整備業界、介護業界及び看護業界においては、キャリアパ

スを明確にした業界であり、研修を積極的に展開している業界である。 

一方、電工業界においては、一種電気工事士、二種電気工事士の資格があり、一定のキャ



134 

 

リアパスが存在する可能性があるが、免状を保有していない従業員の役割も含め、キャリア

パスが明確ではない可能性があるのではないかと思われる。また研修制度も業界としての

研修ではなく、個社の対応になっていると思われる。 

１つの仮説ではあるが、電工業界の代表的なキャリアパスを明確にするとともに、業界と

しての研修制度を設け、各個人の能力のみではなく、横のつながりを作る機会を設け、切磋

琢磨することができる環境構築が、入職者を定着・離職させない対策になるのではないかと

思われる。 

 

(b) 働きやすい職場作り・DX の推進 

今回調査を実施した４つの業界とも、働きやすい職場作りや DX による効率化の推進と

して、介護業界と看護業界は国のガイドライン等を通じた推進ほか、第三者機関のアドバイ

スの実施を行い、自動車整備業界とトラック業界においても、国のガイドラインを通じた改

善策の提案や取り組みを例示している。 

一方、電工業界においては国や業界団体を通じた業務効率化のあり方等の提案が浸透し

ていない状況であり、本業界の代表的な DX ツールである施工管理等の専用ソフトの導入

についても導入比率が約 35%と、DX による効率化の余地がある業界ではないかと思われ

る。 

１つの仮説であるが、国や業界団体を通じた、働きやすい職場つくり、DX の推進による

好事例集等のガイドライン等の普及、さらに業界への推進施策を行うことにより、一定の定

着率向上・離職防止につながる可能性があるのではないかと思われる。 

 

(3) １度業界を離職した人をまた業界に復帰させる対策 

今回調査を行った看護業界においては、マイナンバーと保有する国家資格を結びつける

ことで、各都道府県のナースセンターから離職者に対して情報提供ができる仕組みができ

つつあるとのことである。その仕組みを利用し、採用情報等の情報の提供、さらに離職者か

らの問い合わせを受け付ける体制が構築されているとのことである。 

電工業界においては、看護業界のような大きな組織ではなく、ナースセンターのような自

治体の拠点を有していないというのが実態である。一方で、最近の DX 技術を用いることに

より、業界団体からの求人情報の送付や問い合わせの受付についても大きなコストを必要

とせず、類似した仕組みの確立・運用が可能ではないかと思われる。 

１つの仮説ではあるが、マイナンバーと電気工事士、電気工事施工管理技士の資格とを結

びつけることにより、求人情報や業界の新たな情報を定期的に情報共有ができる可能性が

あり、可能性がある取り組みの１つとして活用できる可能性があると思われる。 

 

(4) 業界未経験の社会人を入職させる対策 

今回調査を行った介護業界においては、ハローワークにおいて業界の PR を行い、介護業

界の研修を６か月受講、国家試験合格後の入職する期待する取り組みを実施し、90%の人材

の入職に成功している事例が確認された。また、本事業は、雇用保険を活用した事例であり、
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介護業界のみならず、他の業界にも適用できる可能性があるものと思われる。 

電工業界においては、電気に係る一定の専門知識を必要とするため、介護職と同様の効果

が得られない可能性があるものの、キャリアパスの明確化、研修制度の充実化、資格の未保

有者が実施可能な業務を明確にすることにより、電工業界に興味を持つ未経験者がいる可

能性も想定される。 

１つの仮説であるが、ハローワークとの協力により、電工業界への誘導を行い、６か月程

度の長期の研修、資格未保有者が実施可能な業務やインターンシップを通じ、電工業界への

入職の可能性があるのではないかと思われる。 

 

(5) 業界の意識改革の推進 

今回調査を行ったトラック運送業においては、働き方改革が推進されるともに、業界のみ

ならず、荷主も含めた、さらに多重下請け構造の解消といった大規模な業界の意識改革の推

進が行われつつある。具体的には、トラックドライバーが荷物を待つ時間が生じることによ

る労働時間の長時間化、本来は荷主側が実施しなければいけない荷役作業の協力を実施す

るといった業界の課題を解決すべく、国もその対策に向けてトラック G メンといった取り

組みが開始された。一方で、中小企業を中心に、顧客である荷主との契約打ち切りを危惧す

ることにより、このような意識改革に取り組めない事業者も一定数存在するといった情報

も確認された。 

電工業界においても、働き方改革が推進される中、政府への要望として、働き方改革とい

った規制の見直しといった要望がある等、働き方改革が進まない状況にあったことが分か

った。 

１つの仮説であり、かなり長期間にわたる取り組みが必要となる可能性があるが、業界全

体を巻き込み、多重下請け構造の現状といった課題を含め、業界のあるべき姿について検

討・意思統一を行い、業界の意識改革を行うことにより、人手不足対策と入職者向上及び入

職者の定着・離職させない対策に繋がる可能性があるのではないかと思われる。 
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5 まとめ 

本検討では、電気工事業者の施工力の実態に関する調査として、基本情報、労働条件、人

手不足・採用状況、技術の活用状況、外国人雇用、事業継承、事業成長に向けた取り組み、

及び政府に期待する役割のアンケート調査を 3,849 件実施することにより、現状の把握を

行った。また、電工業界と同様に、①業務独占資格制度があること、②労働集約型の業務で

あること、③主だった事業主体が従業員１００人未満の中小企業である業界として、自動車

整備業界、介護業界、看護業界及びトラック運送業界の４つの業界について、人手不足対策

の調査を行った。 

電工業界の分析及び他業界の人手不足対策を分析することにより、電工業界における人

手不足対策の示唆として、５つのテーマ、６つの具体的な示唆を得ることができた。なお、

本検討で得られた示唆については、電工業界の状況把握と異業種調査や異業種のヒアリン

グを通じて、電工業界で実施すべき人材不足対策への提案を行ったものである。 

今後は、電工業界へのヒアリング、関連するプレイヤーである業界団体、教育機関、DX

事業者等の情報を収集し、ここで得られた仮説の妥当性について評価を行い、電工業界の施

工力向上に繋がる施策を検討することが望まれる。 

以下に本業務で得られた電工業界の人手不足対策への示唆を再掲する。 

 

◆ 新卒から入職者を増やす対策 

➢ 工業高校や高等専門学校等の教育機関との協力体制は、個社での対応ではなく、

電工業界、場合によっては電気保安業界と協力して構築し、積極的な情報発信、

体験学習、出前授業・インターンシップ等の活動により、入職率の向上効果が、

期待できる可能性があるのではないかと思われる。 

◆ 入職者を定着・離職させない対策 

➢ 電工業界の代表的なキャリアパスを明確にするとともに、業界としての研修制

度を設け、各個人の能力のみではなく、横のつながりを作る機会を設け、切磋琢

磨することができる環境構築が、入職者を定着・離職させない対策になるのでは

ないかと思われる。 

➢ 国や業界団体を通じた、働きやすい職場つくり、DX の推進による好事例集等の

ガイドライン等の普及、さらに業界への浸透を行うことにより、一定の定着率向

上・離職防止につながる可能性があるのではないかと思われる。 

◆ １度業界を離職した人をまた業界に復活させる対策 

➢ マイナンバーと電気工事士、電気工事施工管理技士の資格とを結びつけること

により、求人情報や業界の新たな情報を定期的に情報共有ができる可能性があ

り、可能性がある取り組みの１つとして活用できる可能性があると思われる。 

◆ 業界未経験の社会人を入職させる対策 

➢ ハローワークとの協力により、電工業界への誘導を行い、６か月程度の長期の研

修、資格未保有者が実施可能な業務やインターンシップを通じ、電工業界への入

職の可能性があるのではないかと思われる。 
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◆ 業界の意識改革の推進 

➢ かなり長期間にわたる取り組みが必要となる可能性があるが、業界全体を巻き

込み、下請け構造も含めたあるべき姿について検討・意思統一を行い、業界の意

識改革を行うことにより、人手不足対策と入職者向上及び入職者の定着・離職さ

せない対策に繋がる可能性があるのではないかと思われる。 

 

 

 

 


